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唐戸晴代の短階と貨幣経済の特質（宮澤）

【
要
約
】
　
唐
宋
時
代
に
普
及
し
た
短
階
慣
行
は
当
時
の
貨
幣
経
済
の
特
質
を
追
求
す
る
上
で
興
味
深
い
素
材
を
提
供
す
る
。
短
陥
は
銅
銭
の
不
足
に
よ
っ

て
発
生
す
る
の
で
は
な
く
、
銅
銭
経
済
下
で
商
品
流
通
が
急
速
に
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
と
き
、
同
業
組
合
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
行
が
貨
幣
を
規
制
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
行
は
独
自
の
貨
幣
を
発
行
す
る
の
で
な
く
、
銅
銭
を
前
提
と
し
、
そ
の
計
数
単
位
階
を
操
作
す
る

こ
と
で
貨
幣
を
規
制
し
た
の
で
あ
る
。
様
々
な
短
絡
の
発
生
に
対
し
、
唐
五
代
の
王
朝
は
襟
髪
や
公
定
短
階
の
強
制
で
統
一
せ
ん
と
し
た
が
成
功
せ
ず
、

結
局
宋
初
に
多
様
な
短
階
の
公
認
の
上
で
財
政
を
統
一
す
る
省
階
制
度
が
成
立
す
る
。
社
会
の
短
階
と
国
象
の
省
隔
は
温
習
と
の
換
算
方
法
を
全
く
異
に

す
る
。
前
者
は
短
籍
を
進
法
位
取
り
単
位
と
し
て
、
若
男
は
比
例
定
数
と
し
て
機
能
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
前
者
の
短
陪
で
計
算
す
る
当
時
の
商
品
価
格
は

交
換
価
値
と
比
例
し
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
短
階
は
社
会
的
分
業
の
非
統
一
性
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
提
と
な
る
銅
銭
の
存
在
に
着
目
す
れ

ば
、
国
家
の
銅
銭
発
行
の
意
義
は
社
会
的
分
業
に
統
一
性
を
与
え
る
こ
と
と
い
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
【
巻
二
号
　
開
九
八
八
年
三
月

緒

口

詩
陪
と
は
百
銭
未
満
の
銭
を
百
文
と
し
て
行
使
す
る
こ
と
で
あ
り
、
唐
中
期
以
後
宋
代
に
か
け
て
広
く
文
献
に
温
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

周
知
の
如
く
路
盤
は
、
短
銭
、
銭
陪
、
毒
忌
、
諸
悪
な
ど
と
も
称
せ
ら
れ
（
本
稿
で
は
短
隠
の
譜
で
統
一
す
る
）
、
地
域
に
よ
り
業
種
に
よ
り
異
な

る
値
が
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
け
る
様
々
な
短
隔
と
は
別
に
国
家
の
公
定
し
た
短
点
が
あ
り
、
宋
代
で
は
こ
れ
を
と
く

　
　
　
　
　
　
①

に
省
殖
と
い
っ
た
。
短
隔
の
具
体
的
検
討
に
入
る
前
に
本
稿
の
基
本
的
観
点
を
設
定
し
て
お
こ
う
。

‘
唐
笛
期
の
能
町
の
理
解
と
大
き
く
関
わ
る
問
題
は
短
陪
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
従
来
提
出
さ
れ
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た
見
解
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
加
藤
繁
氏
以
来
通
説
た
る
地
位
を
占
め
る
も
の
で
、
短
階
は
流
通
手
段
と
し
て
の
銅
銭
の
不
足
に
よ
っ
て
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り
少
な
い
貨
幣
量
で
よ
り
大
き
な
価
格
を
実
現
す
べ
く
機
能
し
た
の
が
短
階
で
あ
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
短
階
を
、
本
位
貨
幣
の
価
格
標
準
を
切
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
せ
ば
、
一
種
の
平
価
切
下
と
理
解
す

　
　
　
　
　
　
　
③

る
見
解
が
生
ま
れ
る
。
第
二
は
井
上
泰
也
氏
の
見
解
で
、
骨
腫
と
五
代
の
公
定
短
隔
は
、
そ
れ
ぞ
れ
銅
銭
と
鉛
錫
銭
、
銅
銭
と
銀
両
と
い
う
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

種
の
貨
幣
の
交
換
か
ら
生
じ
た
と
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
二
説
は
唐
宋
期
の
通
貨
事
情
に
着
目
し
、
銅
銭
の
衝
値
変
動
及
び
銅
銭
と
他
の
貨
幣
の
価
値
関
係
が
短
章
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
と

見
る
見
解
で
あ
る
が
、
た
し
か
に
当
時
の
通
貨
事
惰
は
、
最
も
基
本
的
な
貨
幣
た
る
銅
銭
が
租
税
の
銭
納
、
罪
質
、
国
外
流
出
な
ど
に
よ
っ
て

全
般
に
不
足
の
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
好
悪
様
々
な
銅
銭
、
鉄
鉗
、
鉛
錫
銭
、
銀
な
ど
が
不
均
質
に
使
用
さ
れ
る
な
ど
安
定
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
通
貨
事
情
が
な
ぜ
短
阻
と
い
う
現
象
を
引
き
起
こ
す
の
か
と
い
う
論
理
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
早
藤
と
い
う
現
象
に
お
け
る
名
目
一
階
文
と
実
際
の
銅
銭
枚
数
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
価
値
関
係
が
存

在
す
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
り
、
そ
れ
が
短
隔
を
貨
幣
価
値
の
問
題
と
し
て
捉
え
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
同
一
地
域
に
お
け
る
業
種
別
の
様
々
な
短
隣
の
存
在
と
い
う
事
実
は
、
結
局
、
短
階
を
貨
幣
価
値
の
問
題
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
阻

ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
で
は
問
題
は
ど
の
よ
う
に
立
て
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
本
稿
は
短
陪
に
お
け
る
名
目
一
隔
文
と
実
際
の
銅
銭
枚
数
と
の
間

に
何
ら
か
の
価
値
関
係
を
想
定
し
な
い
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
名
目
一
阻
文
は
あ
く
ま
で
銅
銭
計
数
上
の
単
な
る
位
取
り
単
位
に
す
ぎ

な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
但
し
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
短
鱈
に
通
じ
る
原
則
で
は
な
い
。
井
上
氏
の
見
解
は
二
種
の
貨
幣
閥
に
短
阻
が
生
じ
る

と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
点
は
百
の
位
で
額
面
が
固
定
さ
れ
、
し
か
竜
銅
銭
に
対
し
常
に
相
場
の
下
落
が
見
ら
れ
た
紙
幣
と
銅
銭
の

聞
に
は
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
種
の
貨
幣
問
の
価
値
関
係
に
基
づ
く
短
随
と
い
う
ほ
か
な
く
、
宋
代
と
く
に
紙
幣
が
広
範
に
流
通

し
た
南
宋
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
短
阻
を
同
じ
原
理
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
。
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唐宋時代の短隔と貨幣経済の特質（宮澤）

　
第
二
に
、
短
陪
に
お
け
る
名
目
一
落
文
と
実
際
の
銅
銭
枚
数
が
価
値
関
係
で
結
ば
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
経
済
法
則
に
基
づ
か
な
い
も
の

と
見
る
な
ら
、
ひ
と
ま
ず
公
定
短
階
欄
度
（
宋
で
は
省
隣
制
度
）
と
社
会
の
短
阻
慣
行
の
も
つ
意
味
は
別
々
に
考
察
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
な
ぜ

な
ら
国
家
に
よ
る
制
度
制
定
の
政
治
的
論
理
と
社
会
が
様
々
な
短
隔
を
生
み
出
す
仕
維
・
論
理
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
ま
で
短
隠
問
題
を
貨
幣
価
値
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
短
隈
慣
行
の
歴
史
性
は
十
分
明
ら
か
に
し
得
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
と
い
う
結
果
を
招
い
て
い
る
。
短
階
は
後
漢
な
い
し
六
朝
期
に
発
生
し
、
下
っ
て
は
清
代
・
民
国
期
に
も
見
ら
れ
る
と
い
わ
れ
、
し
か
も
ど

の
時
代
の
短
階
も
基
本
的
に
は
貨
幣
流
通
量
と
貨
幣
の
購
買
力
（
社
会
的
評
価
）
の
問
題
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
は
、
貨
幣
問
題
と
表
裏
を
な
す

は
房
曹
羅
済
の
発
屡
階
と
い
う
視
点
が
殆
ん
ど
蔓
さ
れ
な
か
・
た
た
め
で
あ
ろ
加
藥
期
の
藷
は
唐
宋
期
に
固
有
の
短
隙
で
あ

っ
て
他
の
時
代
の
短
陪
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
唐
寒
期
の
商
品
経
済
の
発
展
段
階
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

観
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
三
つ
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
短
隔
を
、
省
阻
制
度
、
銅
銭
紙
幣
比
価
の
短
隔
、
及
び
商
品
流
通
に
関
わ
る
短
期
の
三
つ
に
分
類
し
、

各
々
異
質
の
短
階
の
具
体
的
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
中
期
以
後
足
代
に
至
る
貨
幣
経
済
な
い
し
商
品
経
済
の
特
質
の
一
斑
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
続
平
治
当
無
長
編
』
門
　
　
　
　
六
巻
、
一
九
八
三
年
、
所
収
）
、

　
本
土
稿
引
用
文
献
の
略
称
、
『
宋
会
要
馬
蝿
』
”
『
面
会
要
』
、

『
長
編
』

①
　
注
聖
鐸
門
〃
省
隔
”
鱗
誤
」
（
『
文
史
』
一
顯
、
一
九
八
二
年
）
。
ま
た
裳
甫
『
蒙

　
機
甲
』
巻
七
、
論
二
子
孟
子
に
は
、
螺
子
と
銅
銭
の
交
換
レ
ー
ト
の
場
合
で
あ
る

　
が
、
コ
冨
隔
」
の
語
も
み
え
る
。

②
　
加
藤
『
切
下
三
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
』
一
九
二
六
年
、
閤
七
六
～
四
七
八

　
頁
。
臼
野
二
三
郎
「
北
宋
時
代
に
於
け
る
鋼
鉄
銭
の
需
給
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
学

　
研
腐
九
』
六
－
五
・
六
・
七
、
　
一
九
一
二
六
年
、
　
『
日
野
閣
悶
三
郎
宙
小
洋
申
ハ
学
論
集
』
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
著
書
で
三
七
五
～
三
七
七
頁
。
草
野
靖
「
唐
中

　
期
以
降
に
お
け
る
商
品
経
済
の
発
展
と
地
主
鯛
」
（
『
歴
史
学
研
究
睡
二
九
二
、
一

　
九
六
四
年
）
、
そ
の
他
。

③
　
宮
崎
市
定
『
五
代
朱
黒
の
通
貨
間
題
』
一
九
四
三
年
、
一
八
頁
。
宮
下
忠
雄
『
中

　
圏
幣
綱
の
特
殊
研
究
』
一
九
五
二
年
・
、
三
八
頁
。
な
お
本
位
貨
幣
の
爾
格
標
準
の

　
切
下
と
は
、
例
え
ば
、
純
金
の
量
羅
七
五
〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
一
円
と
規
定
し
て
い

　
た
も
の
を
、
三
七
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
一
円
と
規
定
し
な
お
す
こ
と
を
い
う
（
『
体
系

　
経
済
学
辞
典
』
第
六
版
、
一
九
八
四
年
、
東
洋
経
済
新
報
社
）
。
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④
　
二
王
㈹
「
短
階
慣
行
の
再
検
討
－
唐
末
五
代
時
期
に
お
け
る
貨
幣
使
用
の
動

　
向
と
園
家
一
1
」
（
『
立
命
館
文
学
』
四
七
五
・
闘
七
六
．
四
七
七
合
贈
号
、
一
九

　
八
五
年
）
、
㈲
「
鋼
…
銭
を
束
ね
る
－
巾
圏
貨
幣
史
の
た
め
の
覚
心
月
i
」
（
『
立
命

　
館
文
学
』
隣
九
三
・
四
九
四
・
四
九
五
合
併
号
、
一
九
入
六
年
）
。
非
上
瓦
の
関

　
心
は
短
晒
償
行
を
醸
成
し
た
諸
要
因
の
検
出
に
あ
る
。
㈲
で
は
、
ω
銅
銭
を
束
ね

　
る
手
数
や
銅
銭
の
重
量
に
由
来
す
る
控
除
、
ω
差
等
．
銀
盤
等
と
銅
銭
の
交
換
、

　
圖
㎎
進
法
的
な
勘
定
と
ま
と
め
ら
れ
、
④
で
は
、
㈲
国
家
の
恣
意
的
な
操
作
も
述

　
べ
ら
れ
て
い
る
。
②
は
経
済
的
要
因
で
あ
る
の
に
対
し
、
ω
㈹
翰
は
ど
ち
ら
か
と

　
い
え
ば
非
経
済
的
論
理
の
傾
向
が
強
い
要
因
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
井
上
氏
の
短

　
隔
の
理
解
は
複
合
的
で
あ
り
、
か
か
る
観
点
は
重
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
各
要
因

　
の
論
理
次
元
を
整
序
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
非
上
氏

　
の
論
点
の
う
ち
㈲
が
中
核
で
あ
り
、
②
で
基
本
的
に
定
ま
る
短
晒
の
値
が
ω
鋤
㈲

　
の
要
因
に
よ
っ
て
様
々
に
変
化
す
る
、
と
見
な
し
た
。

⑤
銅
銭
不
足
が
短
晒
を
発
生
ざ
せ
る
と
い
う
論
理
は
、
社
会
が
必
要
と
す
る
銅
銭

　
の
流
通
総
額
（
流
通
過
程
に
あ
る
商
議
の
総
価
格
）
に
対
し
て
現
実
の
銅
銭
流
通

　
総
額
が
及
ば
な
い
た
め
に
、
銅
銭
の
祇
会
的
評
価
が
高
ま
り
、
名
目
と
実
質
が
乖

　
離
し
た
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
し
か
し
銅
銭
の
社
会
的
評
価
の
高
ま
り
は

　
購
買
力
の
増
大
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
物
価
を
全
般
的
に
押
し
下
げ
る
方
向

　
に
作
用
す
る
だ
け
で
あ
り
、
名
子
と
実
質
の
乖
離
を
直
接
に
説
明
で
き
な
い
ば
か

　
り
か
、
名
目
の
存
在
自
体
が
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
単
純
な
鋼

　
銭
不
足
説
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
の
垂
範
を
、
平
価
切
下
説
は
苫
兄
説
明
す
る
か

　
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
平
価
切
下
説
に
お
け
る
晒
と
文
の
関
係
は
、
例
え
ば

　
か
つ
て
金
ホ
位
鰯
の
も
と
に
あ
っ
た
円
と
そ
の
純
金
の
量
目
に
相
当
す
る
。
つ
ま

　
り
隔
は
貨
幣
単
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
文
は
貨
幣
単
位
の
位
置
が
与
え
ら
れ
ず
、

　
隔
の
金
属
成
分
を
計
る
重
黛
単
位
に
類
比
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
平
価
切
下
説
は
、

　
晒
を
一
ま
と
ま
り
と
す
る
集
舎
を
一
つ
の
貨
幣
と
み
な
し
、
一
枚
一
枚
の
銅
銭
を

　
貨
幣
と
認
め
な
い
と
い
う
論
理
構
造
を
実
質
的
に
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平

価
切
下
説
は
銅
銭
の
名
目
と
実
質
の
単
離
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
現

　
象
を
比
喩
的
に
表
現
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
井
上
氏
の
、
面
頬
は
二
種
の
貨
幣
の
交
換
か
ら
発
生
す
る
と
い
う
説
に
つ
い
て

　
み
る
と
、
ま
ず
唐
宋
の
公
定
短
隔
は
、
「
削
回
（
銅
銭
）
一
足
阻
（
鉛
錫
銭
）
」
（
㈲
一

　
五
六
頁
）
と
い
う
図
式
で
捉
え
ら
れ
、
五
代
の
八
○
隠
は
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い

　
が
お
そ
ら
く
銅
銭
八
○
文
親
睦
銅
銭
一
階
文
n
銀
一
銭
の
等
価
関
係
が
想
定
さ
れ

　
て
い
る
（
㈲
一
六
六
頁
）
。
　
お
よ
そ
二
種
の
貨
幣
の
絹
張
が
短
階
と
し
て
現
象
す

　
る
、
具
体
的
に
は
銅
銭
若
干
填
足
が
名
自
一
際
文
と
数
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
短

　
隔
発
生
以
前
に
既
に
銅
銭
一
〇
〇
文
1
1
無
籍
銭
一
〇
〇
文
、
ま
た
は
銅
銭
一
〇
〇

　
文
翻
銀
一
銭
の
圓
定
相
場
の
存
在
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し

　
て
こ
の
固
定
相
場
の
も
と
で
鉛
管
銭
ま
た
は
銀
に
対
す
る
銅
銭
の
実
質
的
な
梱
揚

　
が
上
昇
す
れ
ば
、
銅
銭
の
名
臼
一
隠
文
と
実
際
の
枚
数
と
の
乖
離
が
生
じ
る
と
考

　
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
唐
末
五
代
に
お
い
て
、
か
か
る
固

　
定
相
場
の
存
在
を
実
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
氏
の
説
は
仮
説
以
上
に
出
な

　
い
。
な
お
綴
代
の
銀
価
は
、
宮
価
の
場
合
で
も
固
定
相
場
は
存
在
し
な
い
（
加
藤

　
註
②
前
掲
書
四
七
三
頁
、
宮
崎
註
③
前
掲
轡
一
＝
四
～
二
二
六
頁
、
彰
信
威
『
中

　
国
貨
幣
史
』
一
九
五
八
年
、
三
四
四
～
三
四
五
頁
）
。
た
だ
四
州
で
は
刑
法
上
、

　
銅
銭
千
文
1
1
銀
一
両
の
公
定
比
価
が
存
在
し
た
が
（
『
宋
会
要
』
刑
法
三
一
一
）
、

　
こ
れ
も
他
の
地
域
で
は
絹
と
銅
銭
の
公
定
比
価
で
あ
っ
た
（
『
長
編
』
巻
二
〇
、
太

　
平
興
国
四
年
九
月
丙
午
）
。
宋
代
に
銭
銀
の
固
定
相
場
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
、

　
宋
代
の
短
階
の
存
在
理
由
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
脅
我
部
静
雄
『
日
証
金
貨
幣
交
流
史
の
研
究
』
一
九
闘
九
年
、
三
四
頁
参
照
。

⑦
吉
田
虎
雄
『
支
那
貨
幣
研
究
』
一
九
三
三
年
、
一
六
七
頁
。

⑧
草
野
氏
は
、
短
足
の
発
生
が
銅
銭
の
不
足
に
よ
る
と
認
め
た
上
で
、
さ
ら
に
短

　
階
を
ひ
き
お
こ
す
背
景
が
重
要
だ
と
し
、
憲
宋
期
の
商
品
経
済
の
発
展
段
階
に
ふ

　
れ
ら
れ
て
い
る
（
註
②
論
文
）
。
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唐朱時代の短隔と貨幣経済の特質（宮澤）

國
家
財
政
に
関
わ
る
短
阻
一
省
陥

　
国
家
の
経
済
活
動
と
関
わ
る
短
階
の
中
心
を
な
す
の
は
公
定
業
晒
で
あ
る
。
本
章
は
公
定
短
隔
の
中
で
も
制
度
と
し
て
完
成
し
た
猿
曳
の
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

階
を
検
討
す
る
。
全
階
欄
度
は
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
に
成
立
、
そ
の
値
は
七
七
陪
で
あ
っ
た
。
出
代
の
文
献
に
「
若
干
文
省
」
と
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
稀
な
例
外
を
除
い
て
七
七
陪
を
さ
す
と
見
て
よ
い
。
但
し
現
実
に
は
七
七
省
思
以
外
の
短
阻
や
足
隠
も
用
い
ら
れ
た
。
宋
初
、
支
出
に
七
七
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

収
入
に
八
○
な
い
し
八
五
階
が
公
定
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
刑
法
の
計
繊
は
八
○
隔
か
ら
足
階
に
改
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
目
薬
犀
牙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
私
貿
易
を
犯
し
た
も
の
は
足
陪
で
銭
額
に
換
算
し
て
定
罪
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
省
階
成
立
以
後
に
お
い
て
も
、
実
際
に
は
表
一
の

se　1　国家の使用する短隔（三三公定以後）

④
⑤
⑥
　
⑦

ρ
ゆ
⑩
⑬
⑫
㎏
⑭

開　封

明　州

桂陽軍

紹興決

算　東

蘇　州

明　州

天聖4（1⑪26）

北宋中期

熈寧4（1071）まで

照寧5，　6，　9年

北宋末
紹興1（］L131）

紹興年悶

乾道5（1169）

ミ墓ξ煕10（1183）

考書泰4（1204）～

　著書2（1206）

宝宇右6（1258）

官　　告

輸　　官

麹

高麗烏奉使へ
の進物

封贈銭
市舶条例

銀

和　　擢

銀

踊
覇
晒
晒
覇
噸
晒
蜥
囎

a
b
C
d
e
f
g
h
i

j

l
c

i99隔1家屋1嚢地典買
　　　！
9酬園地買上

如
く
様
々
な
短
身
が
用
い
ら
れ
、
足
早
の
事
例
も
多
い
。

　
表
1
の
・
事
例
は
、
宋
朝
に
よ
る
現
物
評
価
（
d
f
g
i
）
、
現
銭
支
出
（
c
e
h
．
一
k
）
、
現
銭
受

納
（
a
b
）
の
と
き
、
つ
ま
り
国
家
が
財
貨
の
交
換
あ
る
い
は
租
税
の
如
く
財
貨
の
一
方
的
移
動

の
片
方
の
極
に
存
在
し
具
体
的
に
貨
幣
を
使
用
す
る
と
き
用
い
ら
れ
る
短
隠
で
あ
る
。
挙
例
は

必
ず
し
も
多
く
な
く
断
定
は
で
き
な
い
が
、
宋
朝
の
使
用
す
る
階
は
七
六
以
下
の
値
を
旨
い
出

せ
ず
、
七
七
省
階
か
ら
猿
繋
の
問
の
値
が
用
い
ら
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
例
と

く
に
d
を
見
る
と
、
短
陪
が
地
域
的
・
業
種
商
品
別
に
使
い
分
け
ら
れ
た
と
は
言
え
ず
、
む
し

ろ
財
政
運
用
の
時
々
の
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
南
宋
の
四
川
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

下
墨
を
優
遇
す
る
処
置
と
し
て
雑
税
の
見
銭
折
納
に
七
七
隔
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
以
前
は

お
そ
ら
く
足
階
に
よ
る
折
納
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。

　
こ
の
よ
う
な
隔
の
内
容
の
操
作
は
実
質
的
な
出
納
額
を
目
的
に
応
じ
て
調
整
す
る
方
法
で
あ

る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
隔
の
内
容
が
変
わ
っ
て
も
名
目
額
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
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⑯

の
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
す
の
は
開
封
の
麹
価
の
場
合
で
あ
る
。

　
煕
寧
四
年
（
一
〇
七
一
）
当
時
、
開
封
の
酒
戸
の
浩
売
は
官
額
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
そ
の
原
因
は
算
数
の
過
多
に
あ
る
と
さ
れ
、
麹
価
の
値

上
げ
に
よ
る
酒
興
の
制
限
と
心
墨
の
値
崩
れ
の
防
止
が
図
ら
れ
た
。
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
方
法
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
旧
法
の
麹
価
は
毎
斤
一

六
八
文
、
総
量
二
二
二
万
斤
、
銭
額
で
約
三
七
万
貫
（
b
。
b
。
鵠
食
費
×
蕊
G
。
掻
＼
キ
ー
1
。
。
廃
り
8
b
O
O
掻
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
毎
斤
二
〇
〇
文
、
総
量
一
八
五

万
斤
（
平
年
一
八
○
万
、
三
年
一
度
の
閏
年
一
九
五
万
、
平
均
一
八
五
万
）
、
差
額
三
七
万
貫
（
日
。
。
㎝
d
諏
×
N
8
掛
＼
蔀
聴
無
逼
鱒
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
同
時
に
「
出
入
に
便
な
ら
し
む
」
た
め
短
階
を
八
五
陪
か
ら
七
七
阻
（
省
銭
）
に
変
更
し
て
い
る
。
従
っ
て
改
訂
後
の
銭
額
三
七
万
貫
は
実

際
に
は
八
五
隔
で
計
了
し
た
場
合
と
比
較
す
れ
ぱ
一
〇
％
ほ
ど
減
額
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
実
質
減
が
減
額
と
認
知
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
「
小

麦
万
除
石
及
び
人
功
を
減
じ
、
並
び
に
登
霞
銭
嵩
を
膓
か
ず
」
と
強
調
さ
れ
る
。
財
政
上
重
要
な
の
は
実
質
的
な
銅
銭
の
枚
数
で
は
な
く
、
陪

が
い
く
ら
あ
る
か
（
従
っ
て
貫
が
い
く
ら
あ
る
か
）
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
ま
た
『
透
簾
細
草
』
に
次
の
例
題
が
あ
る
。

　
今
、
官
庫
の
帳
寝
せ
る
省
議
、
七
十
二
階
銭
と
共
に
二
百
七
十
三
貫
七
百
五
十
文
有
り
。
年
深
く
索
子
欄
表
せ
る
が
為
に
、
共
擁
し
て
足
晒
銭
二
百
六
貫
四

　
百
七
十
文
を
排
得
す
。
元
本
二
色
の
銭
の
各
お
の
の
多
少
を
問
う
。

　
官
庫
に
は
大
小
様
々
な
短
阻
で
く
く
ら
れ
た
滞
留
が
保
管
さ
れ
る
が
、
帳
簿
に
記
録
さ
れ
る
総
額
は
実
際
の
銅
銭
の
枚
数
で
な
く
（
つ
ま
り
足

階
に
換
算
さ
れ
た
も
の
で
な
く
）
、
省
銭
（
七
七
階
）
と
七
二
陪
銭
の
各
々
の
合
計
で
あ
る
。
当
時
貨
幣
を
数
え
る
単
位
は
貫
文
で
あ
る
が
、
数
学
書

に
こ
の
よ
う
な
例
題
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
計
数
の
単
位
は
表
面
に
は
出
な
い
け
れ
ど
も
貫
の
因
数
た
る
隔
に
あ
る
。

阻
は
そ
の
内
容
が
時
々
の
局
面
で
使
い
分
け
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
旦
こ
の
単
位
に
ま
と
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
以
後
は
あ
え
て
実
質
が

問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
階
及
び
階
を
十
集
め
た
貫
は
我
々
現
代
人
が
想
定
し
が
ち
な

厳
密
な
貨
幣
の
計
数
単
位
な
ど
で
は
な
く
、
極
め
て
弾
力
性
の
あ
る
単
位
な
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
当
時
の
人
々
の
価
値
の
観
念
が
我
々
現
代

人
と
全
く
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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唐宋晴代の短隔と貨幣経済の特質（宮澤）

　
以
上
、
聖
代
の
財
政
に
お
け
る
銭
額
の
数
え
方
は
現
銭
の
実
枚
数
で
な
く
階
を
基
本
的
単
位
と
す
る
田
鼠
額
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か

も
そ
の
名
目
額
は
階
の
内
容
を
問
わ
ず
に
合
計
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
階
の
性
格
が
本
来
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
異
な
る

階
を
合
計
す
る
こ
と
が
実
際
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
宋
代
会
計
の
一
般
原
則
は
、
一
応
す
べ
て
の
阻
を
七
七
に
統
一
す
る
所
謂
展
省
、
展
計

の
操
作
を
加
え
た
名
目
額
で
表
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
『
総
元
条
法
事
類
』
巻
三
〇
、
経
総
制
の
場
即
言
は
、
路
の
罰
点
刑
獄
が
尚
書
戸
部
に
具
申
す
る
「
群
発
収
支
経
制
銭
物
帳
」
「
起
発
収
支

総
制
銭
物
帳
」
の
書
式
を
載
せ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
銭
額
の
表
示
方
法
は
二
通
り
の
形
式
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
a
ω
　
激
賞
頭
子
銭
若
干
足
、
展
省
銭
若
干

　
②
　
無
額
上
供
銭
幾
文
足
、
計
銭
若
干
足
、
展
省
銭
若
干

b
ω
　
五
分
五
驚
省
頭
子
銭
若
干

　
②
経
制
頭
子
銭
若
干

　
a
は
足
銭
と
そ
れ
を
七
七
階
に
換
算
し
た
展
省
銭
を
併
記
す
る
形
式
（
a
②
の
計
銭
は
某
々
銭
の
合
計
で
あ
る
）
、
　
b
は
単
に
某
々
銭
若
干
と
の

み
記
載
す
る
形
式
で
あ
る
が
、
b
ω
に
あ
る
よ
う
に
既
に
出
納
時
に
指
掛
が
用
い
ら
れ
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
応
す
べ
て
の
銭

額
が
省
階
に
統
一
さ
れ
る
。

　
な
お
零
丁
式
に
は
足
下
の
省
随
へ
の
換
算
の
み
を
載
せ
る
が
、
先
述
の
如
く
実
際
に
は
様
々
な
短
晒
が
使
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
で
も
省
階
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

換
算
さ
れ
る
。
具
体
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
楊
輝
詳
解
算
法
』
に
九
八
階
の
七
七
陪
へ
の
展
省
計
算
の
例
題
が
あ
る
の
は
、
か

か
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
会
計
上
足
階
を
省
階
へ
換
算
す
る
展
省
計
算
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
野
南
磯
路
各
州
の
世
譜
か
ら
一
例
拾
っ
て
お
こ
う
。

　
藤
州
元
本
の
売
塩
三
千
三
百
二
十
五
籍
、
毎
羅
の
置
銭
八
貫
文
足
。
今
、
塩
四
百
二
十
五
纏
、
共
に
展
計
銭
四
千
四
百
一
十
五
貫
五
百
八
十
五
文
省
を
減
芸

　
す
。
（
『
朱
会
要
』
食
貨
二
八
一
四
〇
、
塩
法
、
紹
熈
五
年
八
月
二
十
七
臼
）
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こ
の
計
算
は
、

　
　
爵
切
譲
×
○
。
b
O
O
掃
初
＼
譲
＋
9
謡
聴
斜
濠
α
層
㎝
。
。
↑
蒔
…
…
掃
莇

で
あ
り
、
七
七
階
は
比
例
定
数
と
し
て
用
い
ら
れ
、
小
数
点
以
下
の
端
数
は
切
り
上
げ
ら
れ
る
。
以
下
こ
の
計
算
方
法
を
短
隔
比
例
定
数
方
式

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
一
般
に
こ
の
方
式
に
よ
る
足
階
と
省
階
の
換
算
で
は
、
○
・
七
七
と
い
う
数
値
で
乗
除
す
る
た
め
一
の
位
で
整
数
に

な
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、
端
数
の
処
理
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
し
て
こ
の
端
数
の
処
理
は
会
計
上
当
面
必
要
な
位
で
な
さ
れ
、
場
合
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
は
小
数
点
第
二
位
（
驚
）
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
短
階
比
例
定
数
方
式
に
よ
る
端
数
の
発
生
は
換
算
の
前
後
の
数
値
を
完
全
な
比
例
関
係
に
は
し
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
そ
の
誤
差
は
財
政
の

如
く
規
模
の
大
き
な
場
合
に
は
微
微
た
る
も
の
で
あ
り
、
足
軽
つ
ま
り
銅
銭
の
実
枚
数
で
表
わ
さ
れ
る
財
貨
の
交
換
価
値
と
省
阻
に
よ
る
価
格

と
は
比
例
す
る
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
。
喜
喜
以
外
の
短
階
か
ら
省
阻
へ
の
展
省
で
も
途
中
で
一
旦
足
階
に
落
度
さ
れ
る
か
ら
、
同
じ
こ
と
が

成
り
立
つ
（
本
章
註
⑱
参
照
）
。
以
上
か
ら
、
宋
代
の
会
計
に
用
い
ら
れ
る
省
階
は
、
短
躯
比
例
定
数
方
式
に
よ
っ
て
多
様
な
阻
を
唯
一
つ
の
隔

に
統
一
し
、
名
掻
額
で
は
あ
る
も
の
の
実
質
（
足
摩
）
と
比
例
し
た
額
に
変
え
、
様
々
な
財
政
の
局
面
を
統
一
的
に
運
営
す
る
基
礎
を
与
え
る
も

の
と
い
い
っ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
省
阻
に
よ
る
名
目
額
が
実
質
と
比
例
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
両
者
の
価
値
関
係
に
基
づ
く
の
で
な
い

こ
と
は
、
先
述
の
如
く
如
何
な
る
短
階
の
名
目
額
で
も
そ
の
ま
ま
合
計
し
う
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
多
様
な
陪
を
一
つ
の
階
に
統

一
す
る
と
き
、
な
ぜ
足
階
で
な
く
七
七
省
阻
が
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
。

　
と
こ
ろ
で
短
阻
比
例
定
数
方
式
に
よ
る
換
鋒
は
、
も
し
こ
れ
が
一
貫
に
つ
き
数
文
、
数
十
文
と
い
っ
た
付
加
税
な
ど
の
徴
収
の
現
場
で
適
用

さ
れ
る
な
ら
、
齎
過
し
え
な
い
矛
盾
が
生
じ
る
之
と
に
な
る
。
越
階
表
示
の
税
額
と
実
際
支
払
う
銅
銭
の
枚
数
と
は
、
比
例
関
係
か
ら
の
黒
鍵

が
大
き
く
な
り
こ
の
方
式
の
特
性
が
生
か
さ
れ
な
い
ぽ
か
り
か
、
一
対
一
対
応
も
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
（
一
七
頁
参
照
）
。
私
は
租
税
の
徴

収
な
ど
現
銭
が
移
動
す
る
場
面
で
の
省
隔
は
、
寺
主
比
例
定
数
方
式
に
よ
る
換
算
は
あ
り
え
ず
全
く
別
の
方
式
（
後
述
の
短
階
進
法
方
式
）
が
と
ら

れ
た
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
短
阻
比
例
定
数
方
式
の
換
算
は
会
計
帳
簿
上
の
鱈
統
一
の
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
と
し
て
お
き
た
い
。
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唐宋暗代の短晒と貨幣経済の特質（宮澤）

①
　
若
干
文
省
と
あ
っ
て
も
七
七
隔
に
限
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
本
稿
一

　
七
頁
引
用
の
『
景
定
建
康
志
』
巻
二
九
に
は
、
「
日
収
四
首
二
十
五
文
省
、
係
七

　
十
隈
」
と
あ
る
。
し
か
し
「
係
某
々
晒
」
と
註
記
し
な
い
「
文
省
」
は
、
晒
の
内

　
容
が
計
算
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
る
と
ほ
ぼ
七
七
階
を
示
し
て
い
る
。

②
　
『
長
編
臨
単
二
、
建
軍
二
年
二
月

　
　
隙
制
、
矯
盗
職
満
綿
…
三
匹
者
、
棄
市
。
己
丑
、
改
為
銭
三
千
、
其
隙
八
十
。

　
　
同
書
巻
三
　
建
隆
三
年
二
月
己
亥

　
　
詔
、
矯
盗
癖
満
五
千
足
晒
者
、
乃
処
死
。

　
　
同
書
二
三
　
建
隆
三
年
十
二
月

　
　
旧
制
、
強
盗
臓
満
十
匹
者
絞
。
庚
寅
、
詔
、
改
為
銭
三
千
足
階
者
、
処
死
。

③
『
宋
会
要
』
食
貨
三
六
－
｝
、
確
易
、
太
平
興
国
二
年
三
月

　
　
詔
、
…
…
応
犯
私
計
薬
犀
牙
、
拠
所
犯
物
処
時
佑
価
、
紐
足
隔
銭
、
依
定
罪
断

　
　
遣
。

④
　
『
宋
会
議
』
職
官
一
一
一
六
四
、
官
素
首
、
天
理
四
年
七
月

　
　
選
空
曇
告
、
小
薄
紙
一
華
・
木
軸
・
小
錦
標
・
腎
帯
、
合
納
銭
一
千
、
中
綾
紙

　
　
一
溜
・
中
牙
軸
・
申
半
平
・
脊
帯
、
合
納
銭
一
千
五
百
、
並
八
十
階
。

⑤
『
夢
渓
筆
談
蝕
三
四
、
第
四
単
路
⑭
に
引
用
。

⑥
『
長
編
』
巻
二
二
圏
、
本
章
註
⑯
に
引
用
。

⑦
曾
輩
『
南
盤
先
生
元
豊
類
藁
』
巻
三
五
、
明
州
只
食
高
麗
送
遺
骸

　
　
検
ム
酋
、
煕
寧
六
年
、
由
尚
騨
…
国
進
士
軍
使
副
。
送
明
…
…
川
知
州
通
判
土
物
、
肱
天
佑
銭

　
　
二
百
貫
以
上
、
九
十
九
階
。
熈
寧
五
年
及
九
年
、
有
進
奉
使
、
無
副
使
。
送
明

　
　
州
知
四
通
判
土
物
、
共
信
計
一
銭
一
百
貫
以
上
、
九
十
九
隔
。

⑧
高
晦
嬰
『
珍
粗
放
談
隠
巻
上

　
　
唐
京
師
銭
晒
八
十
五
、
自
河
而
南
八
十
五
、
朝
代
皆
以
八
十
為
晒
。
漢
王
章
建

　
　
言
、
官
司
出
銭
、
隔
減
其
三
。
今
則
凡
官
私
出
入
、
悉
用
七
十
七
晒
、
謂
之
省

　
　
碩
者
是
已
。
独
封
贈
銭
輸
宮
寺
、
硝
猶
用
八
十
。
乃
二
時
除
制
也
。

⑨
『
宋
会
要
』
職
官
四
四
－
＝
二
、
紹
興
元
年
十
一
月
二
十
六
日

　
　
契
勘
、
大
食
人
使
蒲
亜
毘
所
進
大
象
牙
一
一
酋
九
株
、
大
雪
三
十
五
株
、
在
広
州

　
　
適
評
庫
主
管
。
縁
前
件
象
牙
各
係
五
七
十
斤
以
上
、
依
市
舶
条
例
、
毎
斤
価
銭

　
　
二
貫
占
ハ
目
配
文
九
十
四
門
随
、
約
照
甲
本
銭
五
｝
直
壁
欝
ハ
文
省
一
。

⑩
　
陳
傅
良
『
雲
斎
先
生
文
集
』
巻
一
九
、
桂
陽
軍
乞
画
一
状

　
　
一
、
臣
照
対
、
本
軍
以
銀
為
税
。
自
天
禧
遠
行
之
、
民
以
為
便
。
…
…
紹
興
奉

　
　
行
経
界
、
本
玉
漕
臣
見
得
銀
鼠
大
里
、
遂
立
条
約
、
擬
闘
折
銭
二
貫
、
貫
八
百

　
　
文
足
。
自
此
始
有
定
数
。

＠
　
　
『
幽
木
会
要
隠
倉
ハ
貨
～
O
i
二
六
、
㎞
賦
税
雑
卵
録
、
医
道
五
加
†
七
日
〃
二
十
五
日

　
　
詔
、
紹
興
府
将
前
項
紐
計
銭
、
省
倉
中
界
見
行
重
三
、
価
直
作
二
貫
文
九
十
九

　
　
隔
、

⑫
『
宋
会
要
』
食
貨
二
八
一
一
三
、
塩
法
、
淳
照
十
年
十
二
月
二
十
一
日

　
　
広
棄
路
奉
行
紗
法
、
群
峰
戦
闘
、
客
鋪
赴
広
州
売
紗
庫
入
納
、
智
是
墨
銀
、
毎

　
　
両
価
銭
三
貫
五
十
文
九
十
八
晒
葬
紗
、
以
示
優
潤
。

⑬
．
『
江
蘇
金
石
志
』
巻
一
四
、
盛
暑
続
置
田
記
一
、
二
は
、
嘉
泰
・
半
纏
年
間
に

　
中
学
が
家
屋
田
地
を
典
買
し
た
一
〇
件
の
契
約
を
載
せ
る
。
　
一
例
を
あ
げ
る
と
、

　
　
一
契
、
嘉
泰
賜
年
五
月
内
、
備
銭
戴
伯
貫
文
九
十
九
隔
、
典
如
在
城
府
前
何
鎮

　
　
自
己
瓦
屋
伍
間
、
毎
旧
宅
銭
壼
伯
瓢
拾
文
足
。
（
第
三
二
葉
叢
）

⑭
『
開
慶
四
明
続
志
瞼
巻
三
、
洪
水
湾
に
、
川
輻
の
拡
張
工
郭
の
た
め
何
氏
の
園

　
地
を
官
が
買
上
げ
た
こ
と
を
載
せ
、

　
　
内
一
千
、
林
千
十
一
娘
男
何
津
買
黒
子
昇
戸
下
千
十
地
幅
畝
二
角
三
十
七
歩
、

　
　
価
銭
三
十
貫
文
九
十
八
晒
。

⑮
『
宋
会
要
』
食
貨
七
〇
一
八
三
、
賦
税
、
紹
熈
三
年
六
月
九
日

　
　
論
史
部
尚
霜
晶
趙
汝
愚
鞭
爵
、
西
路
六
州
川
布
佑
銭
、
果
州
和
㎜
景
絹
、
三
韓
剰
米
銭
、
“
岡

　
　
平
軍
経
総
寺
銭
、
西
和
州
豊
草
監
馬
草
銭
、
洋
州
興
道
県
馬
鐸
草
基
準
、
乞
明

　
　
詔
、
入
戸
折
納
見
銭
者
、
皆
許
用
七
十
七
足
算
隔
、
可
以
少
寛
下
戸
。
従
之
。

⑯
『
長
編
』
巻
二
二
四
、
熈
寧
匹
年
六
月
丁
巳

　
　
詳
定
編
修
三
司
令
式
所
土
定
官
周
直
二
言
、
在
京
麹
院
、
自
鐘
堂
戸
口
売
不
常
、
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難
及
初
額
、
累
経
更
張
、
二
塁
利
害
。
推
究
乙
原
、
在
室
麹
数
過
多
、
酒
数
亦

　
　
　
　
　
　

　
　
属
而
多
、
幌
糠
価
賎
、
賎
則
人
戸
折
其
利
。
為
今
之
法
、
宜
減
其
数
、
増
其
価
、

　
　
　
　
　
く

　
　
使
酒
有
限
而
十
三
、
鋼
人
里
耗
折
之
若
、
而
官
額
不
蘭
灸
。
請
以
一
百
八
十
万

　
　
斤
為
足
額
、
遇
閏
年
輿
添
額
踏
十
五
万
斤
。
旧
価
飯
斤
一
百
六
十
八
文
、
請
増

　
　
作
二
百
文
省
。
旧
法
以
八
十
五
為
階
、
請
作
紐
計
省
銭
、
便
於
出
入
。
旧
額
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
善
二
十
二
万
斤
約
賭
銭
三
十
七
万
貫
、
今
額
一
百
八
十
万
斤
計
銭
三
十
六
万
貫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
　
三
年
一
図
十
五
万
斤
計
三
万
貫
。
又
減
小
麦
万
除
石
及
人
功
、
並
不
嫁
元
額
銭

　
　
数
。
況
免
除
麹
酒
戸
納
小
官
銭
、
借
賃
契
欝
及
公
私
費
用
不
過
毎
斤
添
支
十
文
、

　
　
令
粥
麹
無
除
、
官
物
無
縫
。
況
圏
初
麹
価
二
百
文
八
十
五
階
、
太
平
興
国
六
年

　
　
始
減
五
十
。
＃
具
到
奉
呈
情
願
事
件
。
従
之
。

　
O
は
『
宋
会
要
臨
食
貨
二
〇
i
九
、
同
職
官
二
六
一
七
で
補
う
。

⑰
『
永
楽
大
典
』
巻
一
六
三
四
三
、
所
3
一
。
現
行
の
『
知
不
足
斎
叢
書
』
本
に
は

　
見
え
な
い
。

⑱
　
　
『
・
永
楽
あ
く
典
』
巻
一
六
コ
～
四
一
二
、
所
州
引
。
『
宜
栖
稼
堂
渦
叢
書
町
所
樵
収
『
揚
輝
　
算
法
』

　
に
は
見
え
な
い
。

　
　
銭
　
十
八
貫
七
百
文
九
十
八
隔
、
欲
展
七
十
七
隔
官
省
、
闘
得
幾
何
。

　
　
　
答
日
、
ご
十
望
貫
八
百
文
。

　
こ
の
計
算
は
、

　
　
一
。
。
為
O
O
掻
X
O
「
Φ
◎
。
手
ρ
謡
1
1
b
。
。
。
魑
。
。
O
O
掻

　
で
あ
り
、
九
八
晒
に
よ
る
一
入
貫
七
〇
〇
文
を
へ
旦
足
晴
に
換
算
し
た
上
で
、
再

　
び
七
七
隔
に
換
算
す
る
の
で
あ
る
。

⑲
比
例
定
数
と
し
て
の
省
晒
を
利
用
し
た
面
白
い
表
現
が
欧
陽
脩
『
帰
生
録
』
巻

　
二
に
あ
る
。

　
用
銭
之
法
、
自
五
代
以
来
、
以
七
十
七
為
百
、
謂
継
電
隔
。
今
宙
井
交
易
、
又

　
剋
其
五
、
謂
之
依
除
。
金
平
五
年
、
陳
恕
知
貢
挙
、
選
士
最
精
、
所
解
七
十
二

　
人
、
王
活
眼
曾
為
第
～
。
御
璽
又
落
幕
半
、
而
及
第
者
三
十
八
人
目
極
極
又
為

　
第
一
。
故
京
師
為
語
聾
、
南
省
解
一
百
半
醒
、
殿
前
放
五
十
省
陥
也
。

　
こ
こ
の
省
隔
は
井
上
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
（
書
誌
註
④
論
文
㈲
）
、
比
例
定
数

　
と
し
て
機
能
し
て
い
る
（
G
Q
O
Q
十
〇
。
掌
骨
馴
ら
り
。
心
）
。
但
し
依
除
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
だ

　
け
で
は
分
ら
な
い
。
後
述
す
る
短
礪
進
法
方
式
で
も
こ
の
場
合
は
同
じ
だ
か
ら
で

　
あ
る
。

　
　
ま
た
内
閣
文
庫
蔵
、
元
西
園
精
舎
刊
本
『
新
編
纂
図
暴
書
類
要
事
林
広
記
』
別

　
集
巻
五
、
算
法
類
に
足
隠
と
省
隔
の
換
算
早
見
表
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
載
っ

　
て
い
る
。

　
　
足
数
総
省

　
　
一
却
二
（
三
の
誤
）
　
二
加
六
　
三
加
九
　
四
加
十
二
　
五
加
十
五
　
六
加
十
八

　
　
七
種
廿
一
　
八
加
廿
四
　
九
加
廿
七
　
十
与
一
岡

　
　
省
数
帰
足

　
　
一
七
七
　
一
＝
五
四
　
三
二
購
一
　
四
三
小
八
　
五
三
八
五
　
六
十
六
二
　
七

　
　
五
購
九
　
八
六
一
六
　
九
六
九
三
　
十
与
一
同

　
足
数
展
省
は
、
お
加
小
P
ミ
”
一
。
。
（
到
ド
O
十
ω
）
厳
嘘
b
。
O
海
小
O
．
ミ
日
b
。
⑦
（
薩
b
。
O
十
α
）
甫
噂

　
窃
O
陶
＋
9
謡
日
①
q
（
日
㎝
O
十
嵩
）
鋪
等
々
を
意
味
し
、
早
縄
帰
足
は
各
々
、
　
一
葱

　
1
1
謡
光
り
N
預
1
1
5
鼻
淘
、
等
々
を
表
わ
す
。

⑳
　
　
『
｛
木
ム
瓜
寵
熟
』
舎
凪
貨
二
ニ
ー
一
二
山
ハ
、
山
温
法

　
　
毎
斤
八
十
三
文
五
分
九
厘
足
、
展
曇
霞
一
首
単
八
文
五
分
六
厘
。
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二
　
銅
銭
と
紙
幣
の
交
換
レ
ー
ト
た
る
短
阻

天
明
兀
年
（
一
〇
二
三
）
、
四
川
の
交
子
の
発
行
権
は
宋
朝
の
手
に
移
っ
た
。
以
後
、
紙
幣
の
発
行
は
通
貨
の
不
足
を
補
う
手
段
と
し
て
用
い
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ら
れ
、
南
宋
期
に
は
東
南
藍
子
、
湖
広
愛
子
、
銭
引
、
潅
南
交
子
、
塁
壁
関
子
等
何
種
類
も
の
紙
幣
が
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
た
通
行
地
域
の
範

囲
内
で
流
通
し
た
。
こ
れ
ら
の
紙
幣
は
い
ず
れ
も
身
銭
と
同
じ
く
貨
幣
単
位
に
貫
文
を
用
い
、
当
初
は
現
銭
と
の
党
換
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し

か
し
紙
幣
は
安
易
な
財
源
確
保
の
手
段
と
化
し
易
く
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
発
行
額
が
膨
脹
し
、
そ
の
価
値
を
下
落
さ
せ
た
。
か
か
る
長
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

的
下
落
に
加
え
て
紙
幣
の
価
値
は
短
期
的
に
も
変
動
す
る
。
紙
幣
の
複
雑
な
価
値
変
動
は
価
格
体
系
に
混
乱
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
混
乱
は
紙

幣
が
現
銭
と
同
じ
貨
幣
単
位
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
る
。
額
面
は
同
じ
で
も
実
質
の
異
な
る
紙
幣
と
現
量
の
間
に
は
相
場
が
立
て

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
相
場
は
、
紙
幣
の
長
期
的
下
落
の
趨
勢
の
も
と
で
、
ま
さ
に
紙
幣
と
銅
銭
が
貨
幣
単
位
を
共
有

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
銅
銭
の
紙
幣
に
対
す
る
短
階
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
短
階
は
、
会
計
の
統
一
の
た
め
の
省
階
、
商
品
流
通
の

特
質
が
ひ
き
お
こ
す
短
阻
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
当
時
の
人
々
は
、
銅
銭
自
体
の
三
号
と
紙
幣
銅
銭
間
の
交
換
レ
ー
ト
た
る
短
陪
と

を
必
ず
し
も
区
別
し
な
い
の
で
あ
る
。
呉
自
牧
は
銅
銭
の
銭
文
、
受
答
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
に
い
う
。

　
元
と
都
市
の
銭
隔
は
七
十
七
階
を
用
う
。
近
来
民
聞
減
じ
て
五
十
階
と
越
し
て
行
事
通
使
す
。
官
司
又
た
会
関
子
を
粗
造
し
、
十
五
界
自
り
十
八
界
に
至
る

　
ま
で
行
使
す
。
心
癖
年
間
に
至
り
、
孟
秋
無
相
為
る
の
日
、
法
を
変
え
金
銀
関
子
を
増
造
し
、
十
八
界
三
貫
を
以
て
一
貫
の
関
子
に
準
じ
、
天
下
通
行
す
。

　
　
　
　
よ

　
頒
行
自
因
り
の
後
、
諸
行
百
市
、
物
貨
湧
貴
し
、
銭
階
消
極
す
。
（
『
三
一
録
』
巻
一
三
、
都
市
銭
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
銭
階
が
消
溢
す
る
と
は
、
金
銀
関
子
の
銅
銭
に
対
す
る
相
場
が
際
限
な
く
低
下
し
た
こ
と
を
い
う
。
こ
の
銭
阻
は
紙
幣
と
銅
銭
の
間
に
生
じ

　
　
　
　
　
　
　
③

る
短
阻
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
紙
幣
と
銅
銭
は
短
信
を
媒
介
に
し
て
ど
の
よ
う
に
換
算
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
淳
祐
七
年
（
一
二
四
七
）
ご
ろ
成
立
し
た
秦
九
紹
『
数

書
九
章
』
巻
一
、
推
庫
額
銭
に
適
切
な
例
題
が
あ
る
。

　
問
う
。
外
邑
七
庫
有
り
。
日
び
納
む
る
息
の
足
首
は
適
摂
す
。
翌
年
、
貫
を
成
し
て
直
納
す
。
近
ご
ろ
見
質
希
少
な
る
に
縁
り
、
各
庫
当
処
の
市
階
に
照
ら

　
し
て
旧
会
を
準
解
す
る
を
聴
す
。
其
れ
甲
庫
は
零
銭
一
十
文
有
り
。
丁
庚
二
部
は
手
お
の
零
四
文
、
聡
警
は
零
六
文
、
絵
庫
は
零
銭
無
し
。
甲
庫
の
所
在
の

　
市
階
は
一
十
二
文
、
一
文
を
逓
減
し
て
黒
棚
に
至
り
て
止
む
。
盤
質
日
息
の
元
納
の
足
無
・
艶
態
、
及
び
今
納
の
旧
会
丼
び
に
大
小
月
分
各
お
の
幾
何
な
る
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や
を
求
め
ん
と
欲
す
。

　
答
に
曰
く
、
諸
庫
元
納
の
日
息
足
回
二
十
六
貫
九
百
五
十
文
、

　
甲
庫
日
息
の
旧
会
二
百
二
十
四
貫
五
百
一
十
文
。

　
山
く
月
旧
ム
至
ハ
千
・
七
百
ニ
ニ
十
七
榊
只
五
百
文
。

　
小
月
旧
会
六
千
五
百
一
十
二
貫
九
百
二
文
。

　
〈
乙
庫
以
下
略
〉

展
省
三
十
五
貫
文
。
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こ
の
例
題
は
十
三
世
紀
中
葉
の
会
子
の
下
落
が
著
し
か
っ
た
通
貨
事
情
を
反
映
し
、
市
隔
が
甲
庫
の
一
二
か
ら
庚
申
の
六
ま
で
か
な
り
低
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
市
阻
が
県
ご
と
に
異
な
る
こ
と
、
ま
た
市
隠
に
よ
る
螺
子
と
銅
銭
の
換
算
と
は
別
に
銅
銭
足
掻
を
展
省
す
る
官
省
七
七

陪
の
計
算
も
さ
れ
、
市
隔
と
省
阻
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

　
さ
て
こ
の
例
題
で
注
目
す
べ
き
は
「
零
銭
」
の
計
算
で
あ
る
。
例
と
し
て
甲
庫
を
取
り
上
げ
る
と
、
甲
州
の
日
息
足
骨
す
な
わ
ち
銅
銭
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

貫
九
五
〇
文
を
市
隔
＝
一
で
（
会
子
一
〇
〇
文
正
銅
銭
＝
一
文
）
、
旧
会
に
換
算
す
る
と
解
答
の
二
二
四
貫
五
一
〇
文
と
な
る
。
こ
の
一
〇
文
が
零

銭
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
換
算
を
会
計
帳
簿
の
省
随
の
計
算
方
法
に
な
ら
い
、
耳
管
一
二
を
比
例
定
数
と
し
て
用
い
る
と
、

　
b
。
9
り
q
O
掃
＋
O
．
這
1
1
b
。
昏
。
餅
G
月
G
。
ω
．
ω
ω
ω
…
…
掃

と
な
り
、
小
数
点
以
下
を
切
り
上
げ
て
も
解
答
と
は
七
四
文
の
誤
差
が
生
じ
る
。
正
し
い
計
算
は
、

　
卜
。
9
霧
O
掃
1
1
b
。
卜
。
ホ
×
お
掃
十
δ
掃

で
あ
り
、
二
二
四
貫
五
一
〇
文
と
は
、
二
二
四
五
階
＋
一
〇
文
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
二
四
五
は
銅
銭
十
二
枚
を
内
容
と
す
る
階

の
個
数
を
表
わ
し
、
一
〇
文
の
零
銭
は
銅
銭
十
枚
の
こ
と
で
あ
る
。
隔
は
こ
の
場
合
、
十
二
進
法
の
位
取
り
を
意
味
し
、
一
一
文
ま
で
は
銅
銭

の
個
数
で
数
え
、
一
二
文
を
一
階
（
一
百
）
、
一
三
文
を
一
隔
一
（
一
百
一
）
と
数
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
種
の
換
算
方
法
を
短
随
進
法
方
式

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。



　
グ
ラ
フ
ー
は
、
岨
面
＝
一
の
と
き
、
銅
銭
足
数
で
示
さ
れ
る
価
格
と
、
会
子
・
銅
銭
を
混
ぜ
て
支
払
う
と
き
の
価
格
の
対
応
関
係
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
（
端
数
を
銅
銭
で
支
払
う
と
仮
定
す
る
）
。
財
貨
の
交
換
価
値
は
銅
銭
の
み
の
価
格
で
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
銅
銭
・
孟
子
を

混
用
す
る
価
格
で
は
比
例
的
に
表
示
さ
れ
ず
、
空
白
の
数
値
が
生
じ
る
こ
と
（
例
え
ば
二
四
～
一
九
九
文
）
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
〇
文
の
よ
う
に
端
数
が
な
く
会
子
の
み
で
支
払
可
能
の
場
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合
に
は
銅
銭
表
示
の
価
格
と
比
例
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場

合
は
偶
然
的
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
会
子
は
発
行
の
初
め
か
ら
額
面
一
貫
文
は
銅
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

七
七
〇
文
足
に
相
当
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
七

　
　
　
⑥

百
七
十
陪
と
い
う
が
、
七
七
〇
文
足
を
一
ま
と
ま
り
と
し
て

一
貫
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
会
子
の
額
面
に
二
〇

〇
文
、
三
〇
〇
文
、
五
〇
〇
文
、
一
貫
、
二
貫
、
三
貫
の
六

種
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
六
種
を
貫
く
原
則
を
求
め
れ
ば
、

七
七
を
一
〇
〇
と
す
る
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
七
百
七

　
へ

十
隔
と
す
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
些
細
な
相

違
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
銅
銭
八
五
〇
文
足
の
商
品
を
銭
会

混
ぜ
て
支
払
う
場
合
を
想
定
し
よ
う
（
端
数
を
銅
銭
で
支
払
う

と
仮
定
す
る
）
。
七
七
階
な
ら
一
貫
一
階
三
文
（
。
。
8
掻
睦
環
x

ミ
掻
＋
ω
済
）
と
な
り
、
　
一
一
年
分
は
会
子
で
三
文
は
銅
銭
で

支
払
う
こ
と
に
な
る
が
、
七
七
〇
文
を
一
貫
と
す
る
換
算
な
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ら
一
貫
八
○
文
（
。
。
8
掃
一
H
×
謡
。
掛
＋
。
。
o
済
）
で
あ
り
、
一
貫
は
量
子
、
八
○
文
は
銅
銭
で
支
払
う
こ
と
に
な
る
。
短
限
は
あ
く
ま
で
百
未
満
の

値
を
冨
と
数
え
る
こ
噛
と
で
あ
っ
て
、
千
未
満
の
値
を
千
と
数
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
七
百
七
十
陪
は
七
七
階
を
十
集
め
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
茄
子
を
始
め
と
し
て
紙
幣
は
七
七
陪
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
紙
幣
と
銅
銭
と
で
表
わ
す
価
格
に
は
財
貨
の
交
換
価
値
を
比
例
的
に

表
現
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
が
初
め
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
財
貨
の
交
換
価
値
は
原
理
的
に
銅
銭
（
も
し
く
は
鉄
血
）
と
い
う

鋳
貨
に
よ
っ
て
し
か
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
濡
事
要
』
食
貨
七
〇
一
…
○
八
、
賦
税
、
嘉
定
七
年
四
月
三
日

　
　
尚
書
省
勘
会
、
安
辺
庫
所
薄
墨
到
中
田
、
昨
来
本
所
申
請
、
毎
畝
歳
納
官
会
一

　
　
貫
、
及
有
一
貫
二
百
文
去
処
。
縁
其
時
米
価
高
貴
、
会
盟
減
損
、
故
立
日
銭
数
、

　
　
未
為
過
当
。
近
年
幸
値
豊
稔
、
米
直
廉
平
、
官
会
歯
止
復
旧
。
合
議
施
行
。

②
　
金
銀
関
子
は
見
銭
関
子
、
銅
銭
関
子
、
金
銀
見
隠
関
子
な
ど
と
も
い
う
。
曾
我

　
部
静
雄
『
采
代
財
政
史
』
一
九
四
一
年
、
二
九
五
頁
。

③
葉
鞘
も
い
う
。
『
水
心
先
生
文
集
』
巻
二
五
、
朝
請
大
夫
擾
墨
壷
州
太
平
興
国

　
宮
陳
公
墓
誌
銘

　
　
慶
元
二
年
、
以
戸
部
為
湖
広
総
領
。
総
司
先
造
会
子
、
価
益
賎
減
、
省
百
麹
篠

　
　
五
十
、
命
日
短
銭
、
粗
承
莫
能
革
、
更
規
以
自
利
。

④
網
子
と
銅
銭
の
交
換
レ
ー
ト
が
地
域
的
に
異
な
る
こ
と
は
、
王
垢
『
続
文
献
通

　
考
』
巻
一
七
、
銭
幣
考
、
会
子
、
に
引
く
裳
説
友
の
疏
に
も
い
う
。

　
　
矯
聞
、
都
下
官
階
又
復
聖
堂
、
一
千
宴
会
、
雛
得
七
百
二
三
十
見
銭
、
而
砂
毛

　
　
減
軽
銭
、
一
千
之
内
、
率
有
二
三
十
焉
。
是
実
得
七
菅
以
下
也
。
零
会
剰
折
閲

　
　
又
甚
夷
。
粗
品
重
藤
如
外
郡
之
尤
弊
也
。
今
近
在
輔
郡
如
漸
西
之
湖
南
・
断
東

　
　
之
黎
越
、
尽
尭
一
千
立
楽
六
百
七
十
入
十
奨
。
而
砂
毛
減
軽
亦
在
焉
。
稽
遠
而

　
　
僻
偶
信
心
、
又
幅
跳
～
㎜
建
劔
、
遠
｝
冊
汀
一
市
ハ
西
［
、
酬
淵
一
千
天
白
エ
ハ
百
以
下
｛
矢
。
愈
牝
退
則
愈

　
　
軽
、
鼻
口
腹
癒
不
用
、
官
会
之
弊
至
楽
甚
夷
。

⑤
　
呂
午
『
左
史
劇
草
』
監
簿
露
華
家
士

　
　
会
子
起
於
孝
廟
、
用
四
川
紙
印
造
、
一
貫
準
銅
銭
七
百
七
十
足
。

　
な
お
、
東
南
会
子
以
外
の
紙
幣
も
同
様
に
［
貫
が
銅
銭
な
い
し
御
銭
七
七
〇
文
足

　
に
相
当
し
た
。
曾
我
部
本
章
註
②
前
掲
霞
、
二
七
七
頁
。

⑥
　
現
在
、
北
朱
銭
引
の
銅
版
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
（
彰
氏
緒
二
重
⑤
前
掲
書
第
閥

　
二
図
）
、
そ
の
文
面
に
、

　
　
除
四
川
外
、
許
於
広
路
州
県
、
公
私
従
便
主
管
、
並
岡
見
銭
、
七
百
七
十
階
、

　
　
流
転
行
使
。

　
と
あ
る
ほ
か
、
紙
幣
を
論
じ
る
文
章
に
「
七
百
七
十
随
」
が
散
見
す
る
。
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三
　
商
品
流
通
と
短
阻

　
孟
元
老
『
東
京
夢
華
録
』
巻
三
、

伝
え
て
い
る
。

都
市
斜
面
は
、
周
知
の
如
く
、
北
野
末
開
封
で
業
種
商
品
別
に
異
な
る
短
隔
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を



　
都
市
銭
隔
、
官
用
七
十
七
、
街
市
通
用
七
十
五
、
魚
肉
菜
七
十
二
階
、
金
銀
七
十
四
、
珠
珍
・
雇
雷
門
・
買
上
蟻
六
十
八
、
文
字
五
十
六
隔
、
行
市
各
有
長

　
短
使
用
。

　
官
用
七
十
七
と
あ
る
の
は
、
国
家
と
社
会
と
の
間
で
の
交
換
、
租
税
支
払
に
用
い
ら
れ
る
省
隔
の
こ
と
で
あ
る
が
、
街
市
通
用
七
十
五
と
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
「
行
市
各
お
の
長
短
使
用
す
る
有
り
」
と
あ
る
か
ら
、
同
業
の
商
人
組
合
「
行
」
は
各
々
独
自
の
短
階
を
使
用
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
行
で
通
用
す
る
共
通
の
耳
癖
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
七
五
階
が
先
述
の
紙
幣
と
銅
銭
の
交
換
レ
ー
ト
で

あ
っ
た
可
能
性
も
殆
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
北
宋
末
の
開
封
で
交
子
（
富
嶽
）
が
通
用
し
た
の
は
、
崇
寧
四
年
（
二
〇
五
）
ご
ろ
か
ら
大
観
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
＝
〇
九
）
に
か
け
て
わ
ず
か
数
年
聞
に
す
ぎ
ず
、
当
時
は
ま
だ
重
要
な
貨
幣
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
孟
元
老
の
あ
げ
た
短
階
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pa　ll　民間取引の短階

②
③
④
⑤

⑥
⑦

封
　
　
　
封

開
　
　
　
開

n

　tt

滋　州

建康府

太平興国2（977）

威平5（1002）

大中祥符3（1010）

熈寧1（1068）

北宋末

　tt

　　tt

　　tl

乾道6（1エ70）

毒享祐1（1241）

雪曇私用

市井交易

衣服縣畠

米

魚肉菜
金　　銀

珠珍，雇傭，
三戸

文　　字

上帯通用

絹　　緕

土地賃銭

　48階

　72隔

74～75晒

　98陪

　72陥

　74隔

68晒

56隔

75晒

60晒

70隔

を
見
る
と
、
絹
吊
、
米
麦
、
薬
、
花
果
な
ど
の
主
要
な
行
騰
の
短
階
が
な
い
。
開
封
に
は
も
っ
と

多
く
の
行
市
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
挙
例
以
外
に
さ
ら
に
多
く
の
短
階
が
使
用
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
街
市
通
用
七
十
五
と
は
、
市
中
の
各
行
で
使
わ
れ
た
短
陪
の
う
ち
最
も
普
通
の
も

の
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
表
亘
は
『
東
京
夢
華
録
』
に
見
え
る
短
陪
と
、
そ
れ
以
外
の
民
間
取
引

で
の
短
隔
（
軍
人
が
私
人
と
し
て
交
易
す
る
場
合
を
含
む
）
の
事
例
を
あ
わ
せ
て
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
。　

さ
て
問
題
は
同
一
地
域
で
業
種
商
品
別
に
短
隔
が
異
な
る
こ
と
を
如
何
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
。

阻
は
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
直
接
表
面
に
は
出
な
い
け
れ
ど
も
貫
を
内
部
で

規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
文
と
と
も
に
貨
幣
の
基
本
的
な
計
数
単
位
で
あ
る
。
し
か
も
階
は
銅
銭

の
価
値
変
動
と
は
連
動
し
な
い
で
任
意
に
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
文
と
は
相
互
に

独
立
し
た
単
位
で
あ
っ
た
。
短
隔
の
相
違
は
厳
密
に
は
計
数
方
法
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

が
、
文
と
階
の
相
互
の
独
立
性
に
よ
っ
て
銅
銭
は
事
実
上
、
文
と
隔
と
い
う
二
重
の
単
位
で
計
ら
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れ
る
貨
幣
と
い
う
外
観
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
文
で
計
ら
れ
る
一
枚
一
枚
の
個
別
の
銅
銭
が
一
つ
の
貨
幣
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

陪
で
く
く
ら
れ
る
一
ま
と
ま
り
の
集
合
が
、
言
わ
ば
ま
た
一
つ
の
「
貨
幣
」
の
如
く
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
面
『
事
象
細
魚
』
に
「
省
銭
」

　
　
　
　
　
ら

「
七
十
二
端
銭
」
と
い
う
の
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
当
時
の
人
々
は
阻
の
相
違
を
計
数
方
法
の
違
い
と
い
う
よ
り
、
貨
幣
の
種
類
の
相
違
の

如
く
意
識
し
て
い
る
。
以
下
、
比
喩
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
隔
と
い
う
計
数
単
位
で
ま
と
め
ら
れ
る
一
つ
の
集
合
を
階
を
単
位
と
す
る
「
貨

幣
」
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
具
体
的
な
貨
幣
使
用
の
場
す
な
わ
ち
商
品
流
通
の
過
程
に
お
い
て
は
、
文
よ
り
階
の
方
が
よ
り
重
い
意
味
を
も
つ
計
数
単
位
で
あ
る
。
し
か

も
阻
の
値
は
行
市
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
各
行
市
で
異
な
る
「
貨
幣
」
が
通
用
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
同

一
地
域
に
お
け
る
業
種
商
品
別
の
短
阻
と
は
、
実
は
商
業
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
「
貨
幣
」
が
通
用
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
阻
の
構
成
要

素
た
る
一
枚
一
枚
の
銅
銭
は
す
べ
て
の
業
種
で
共
通
す
る
が
故
に
、
陪
の
相
違
は
価
格
体
系
の
相
違
と
し
て
現
象
す
る
が
、
本
質
的
に
は
計
数

方
法
の
相
違
に
基
づ
く
通
用
貨
幣
の
相
違
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
は
宋
代
に
お
け
る
商
品
の
生
産
流
通
が
い
ま
だ
孤
立
分
散
的
で
あ
り
、
全
体
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
く
と
思
わ
れ

る
。
あ
る
一
つ
の
商
品
の
生
産
流
通
が
他
の
商
品
の
生
産
流
通
と
十
分
結
合
し
て
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
流
通
過
程
に
そ
れ
ぞ
れ

一
種
類
の
貨
幣
が
対
応
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
立
代
に
は
邸
店
や
牙
人
等
の
仕
入
卸
売
機
構
が
発
達
し
、
購
入
一
販
売
と
い
う

流
通
過
程
の
連
鎖
は
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
が
販
売
を
目
的
と
す
る
商
品
生
産
が
経
済
全
体
を
基
本
的
に
規
定
す
る
段
階
に
は
ほ
ど
遠
い
の

で
あ
る
。
価
値
法
則
の
貫
徹
し
な
い
時
代
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
の
商
品
の
交
換
価
値
が
同
一
の
貨
幣
で
計
ら
れ
る
必
然
性
は
な
い
。
宋
代
に

お
け
る
生
産
と
流
通
の
孤
立
性
の
強
さ
が
、
各
商
品
の
流
通
過
程
に
独
自
の
「
貨
幣
」
を
生
み
出
し
、
「
貨
幣
」
の
統
一
す
な
わ
ち
隔
の
統
一

を
要
請
し
な
い
と
考
え
た
い
。

　
万
代
に
お
け
る
業
種
商
品
別
の
短
隔
は
、
取
引
の
主
体
か
ら
見
れ
ば
行
に
よ
る
短
隔
の
相
違
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
に
よ
る
貨
幣
規
制
と
も
言

⑧え
、
宋
代
の
行
の
性
格
を
考
え
る
際
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
取
引
の
主
体
が
行
で
な
い
場
合
、
阻
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
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唐宋時代の短階と貨幣経済の特質（宮澤）

た
の
だ
ろ
う
か
。
『
景
定
建
康
志
』
巻
二
九
、
置
書
院
、
の
次
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。

　
Y
頭
巷
北
島
白
地
賃
銭
、
官
減
ず
る
の
外
、
日
び
に
一
貫
一
百
四
十
二
足
を
叡
む
。
崇
道
橋
南
馬
二
七
前
白
地
賃
銭
、
官
減
ず
る
の
外
、
日
び
に
四
百
二
十

　
五
文
省
、
七
十
鱒
に
係
る
を
収
む
。
難
行
街
魚
市
街
纏
行
口
房
廊
麗
賃
銭
、
官
減
ず
る
の
外
、
日
び
に
二
百
六
十
文
省
を
眩
む
。

　
建
康
府
の
明
道
書
院
は
、
城
内
二
箇
所
か
ら
の
白
地
賃
銭
、
一
箇
所
か
ら
の
房
忌
屋
賃
銭
を
収
入
と
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
銭
の
隔
は
足

陪
、
七
〇
阻
、
七
七
階
と
す
べ
て
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
一
地
域
で
同
一
種
類
の
物
件
が
同
一
主
体
に
よ
っ
て
取
引
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
隔
を
単
位
と
す
る
「
貨
幣
」
の
異
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
社
会
で
異
な
る
「
貨
幣
」
が
通
用
す
る
状
況
下
で
は
、
行

で
な
い
取
引
主
体
は
契
約
の
時
ど
の
「
貨
幣
」
を
用
い
る
か
決
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
商
品
流
通
に
関
わ
る
短
階
の
計
算
方
法
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
足
階
と
干
害
の
換
算
に
は
二
通
り
の
方
式
の
あ
る
こ
と
が
分
っ
て

い
る
（
な
お
二
方
式
以
外
に
換
箕
の
方
法
は
な
い
と
思
う
）
。
　
一
つ
は
国
家
の
会
計
上
、
省
銭
に
換
算
す
る
と
き
の
、
省
陪
を
比
例
定
数
と
し
端
数
を

切
り
上
げ
る
短
阻
比
例
定
数
方
式
で
あ
り
、
二
つ
は
紙
幣
と
銅
銭
の
換
算
で
用
い
ら
れ
る
短
阻
進
法
方
式
で
あ
る
。
両
方
式
は
多
額
の
換
算
に

用
い
ら
れ
る
と
き
は
さ
ほ
ど
大
き
な
差
を
生
じ
な
い
が
、
少
額
の
換
算
で
は
差
の
割
合
が
大
き
く
な
る
。

　
商
品
流
通
の
場
面
を
想
定
す
る
と
き
、
日
常
の
数
文
な
い
し
数
十
文
と
い
う
少
額
取
引
に
も
適
用
し
う
る
方
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
金
隠
比
例
定
数
方
式
で
は
し
ぼ
し
ば
矛
盾
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
二
三
文
七
五
階
の
商
品
と
二
四
文
七
五
階

の
商
品
を
買
う
と
き
何
枚
の
銅
銭
を
支
払
う
か
を
考
え
る
と
、
叢
書
比
例
定
数
方
式
で
は
二
つ
の
商
品
い
ず
れ
も
一
八
文
足
を
支
払
う
こ
と
に

な
り
、
二
つ
の
価
格
を
区
別
し
え
な
い
の
に
対
し
（
・
。
ω
x
o
誹
1
1
§
詣
4
暴
下
総
地
・
。
蒔
x
o
・
瞬
1
1
同
。
。
）
、
溶
岩
進
法
方
式
で
は
各
々
二
三
文
足
、
二

四
文
足
で
区
別
で
き
る
。
一
般
に
短
陪
比
例
定
数
方
式
で
は
、
し
ぼ
し
ぼ
新
畳
に
よ
る
価
格
を
足
銭
に
直
す
と
き
区
別
し
え
な
い
場
合
が
生
じ

る
が
、
短
晒
進
法
方
式
で
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
区
別
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
九
八
隔
、
九
九
階
の
よ
う
な
と
き
、
短
階
比
例
定
数
方
式
で
は

不
等
理
が
目
に
つ
者
殆
ど
無
意
味
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
に
現
銭
が
や
り
と
り
さ
れ
る
場
に
あ
っ
て
は
短
歌
比
例
定
数
方
式

は
あ
り
得
ず
、
短
阻
進
法
方
式
が
と
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
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ユ

　
　
5
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
陥
で
の
価
格

の
で
あ
る
。
随
の
内
容
が
い
か
に
任
意
で
あ
っ
て
も
百
よ
り
大
き
い
算
置
は
実
用
に
は
な
ら
な
い

わ
り
、
し
か
も
阻
を
百
と
表
記
す
る
と
こ
ろ
に
秘
訣
が
あ
る
と
い
え
よ
う
（
手
引
『
数
書
九
章
』
に
「
二
百
二
十
四
貫
五
隠
一
十
文
」
で
な
く
コ
蓄
ニ

　
　
　
　
へ

十
四
貫
五
百
一
十
文
」
と
表
記
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
）
。
　
こ
れ
ま
で
隔
が
百
未
満
で
あ
る
こ
と
を
銅
銭
の
社
会
的
評
価
の
上
昇
と
等
置
し
て

　
具
体
的
な
貨
幣
使
用
の
場
で
の
計
数
方
法

が
短
隔
進
法
方
式
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
な
ぜ
隠
が
百
よ
り
大
き
い
値
（
い
わ
ば
長

階
）
を
と
ら
ず
、
必
ず
百
未
満
で
あ
っ
た
か

の
理
由
に
な
る
。
本
来
、
阻
が
文
と
価
値
関

係
に
な
く
任
意
に
値
を
設
定
で
き
る
も
の
で

あ
る
な
ら
、
隔
が
短
隔
で
あ
る
必
然
性
は
な

く
長
阻
で
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
単

な
る
代
数
の
問
題
と
し
て
な
ら
、
例
え
ば
一

一
〇
文
を
阻
文
と
数
え
る
一
一
〇
進
法
を
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
二
五
文
足
な
ら
一

階
一
〇
五
文
（
b
。
δ
一
1
H
×
離
O
十
H
8
）
と
表
記

す
れ
ば
す
む
。
し
か
し
漢
数
字
で
位
取
り
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ら

位
も
合
わ
せ
て
表
記
す
れ
ば
、
一
陪
一
百
五

文
と
な
っ
て
し
ま
い
、
千
（
貫
）
と
百
の
問
に

陪
と
い
う
位
取
り
が
入
っ
て
混
乱
を
生
じ
る

。
こ
れ
に
対
し
短
階
は
階
が
百
に
と
っ
て
か

　
　
　
　
　
　
　
、
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理
解
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
想
定
し
な
く
て
も
、
行
が
貨
幣
規
制
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
新
た
な
貨
幣
を
発
行
す
る
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

独
自
の
計
数
単
位
の
設
定
と
い
う
形
で
規
綱
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
短
隔
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
グ
ラ
フ
憂
は
、
七
五
隔
の
と
き
短
阻
表
示
の
価
格
と
足
銭
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
縦
軸
は
価
格
、
横
軸
は
支
払
う
銅
銭
の
枚
数
を

表
わ
す
。
短
隔
に
よ
る
価
格
は
銅
銭
の
枚
数
で
示
さ
れ
る
財
貨
の
交
換
価
値
と
一
対
一
対
応
は
す
る
が
、
比
例
し
な
い
こ
と
に
注
隆
し
た
い
。

す
な
わ
ち
短
陪
に
よ
る
商
品
の
価
格
は
、
そ
の
商
品
の
も
つ
交
換
価
値
を
正
し
く
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
宋
代
に
お
け
る
商
品
価
格
は
短
隔
の
存
在
に
よ
っ
て
原
理
的
に
交
換
価
値
を
表
示
し
な
い
価
格
で
あ
っ
た
。
し
か
も
千
言
は
業
種

商
品
別
に
ま
た
は
行
ご
と
に
異
な
る
値
が
通
用
し
た
。
宋
代
の
商
品
流
通
と
そ
の
前
提
た
る
社
会
的
分
業
の
進
展
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と

は
い
え
、
か
か
る
短
隔
の
普
遜
的
な
存
在
に
反
映
す
る
の
は
、
社
会
的
分
業
の
非
統
一
性
す
な
わ
ち
個
別
の
生
産
流
通
の
過
程
を
社
会
的
に
統

一
す
る
内
部
の
契
機
－
社
会
的
平
均
労
働
　
　
の
未
成
立
で
あ
る
。

　
累
代
の
学
老
は
短
阻
を
論
じ
る
と
き
、
六
朝
・
唐
茶
の
文
献
に
見
え
る
短
足
と
、
目
の
前
で
用
い
ら
れ
る
清
代
の
短
隔
と
を
同
一
次
元
で
提

　
⑩

え
る
。
こ
れ
は
骨
屋
と
い
う
現
象
が
共
通
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
趙
翼
が
明
嘉
靖
三
年
（
一
五
二
四
）
の
詔
に
［
銀
一
銭
毎
に
、
好
銭
七
十
文
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

低
銭
一
百
四
十
文
に
直
つ
レ
と
あ
る
の
を
引
用
す
る
の
が
端
的
に
示
す
如
く
、
そ
の
露
訳
の
背
景
に
は
、
品
位
の
差
が
厳
密
に
意
識
さ
れ
る
銅

銭
と
す
べ
て
の
財
貨
の
交
換
価
値
を
統
一
的
に
計
量
し
う
る
銀
が
存
在
す
る
。
藤
代
の
春
蚕
は
銀
が
価
値
尺
度
機
能
を
獲
得
し
た
以
後
の
も
の

　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
り
、
ま
た
商
品
経
済
の
発
展
も
宋
代
よ
り
は
る
か
に
進
行
し
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
準
備
は
な
い
が
、
清
代
の
短
鱈

の
貨
幣
経
済
に
も
つ
意
義
は
自
か
ら
宋
代
と
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

①②

『
宋
史
』
巻
　
八
一
、
食
貨
志
、
会
子

（
崇
寧
四
年
）
古
銭
8
1
通
行
革
路
、
惟
闘
漸
湖
広
不
行
。
趙
挺
之
以
為
閲
乃
察

京
郷
羅
、
故
得
免
焉
。
…
…
（
大
観
）
三
年
、
置
銭
引
四
十
一
界
至
四
十
三
界

母
収
易
、
自
後
軍
如
天
魏
額
露
放
、
銅
銭
地
内
勿
用
。

『
長
編
』
巻
一
八
、
本
文
二
五
頁
に
引
用
。

③
『
帰
田
録
』
巻
二
、
第
一
章
註
⑲
に
引
用
。

④
『
情
事
要
』
食
貨
三
七
－
五
、
市
易
、
大
中
祥
符
三
年
八
月

　
詔
皇
城
司
雷
、
察
知
京
城
市
難
、
以
諸
軍
賜
冬
服
縣
隅
、
其
一
銭
貿
易
、
不
依

　
宣
命
条
約
、
毎
百
選
盈
七
十
四
五
、
有
難
称
省
隔
、
落
涙
除
銭
三
十
。

　
こ
の
文
章
は
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
き
ち
ん
と
通
ら
な
い
。
脱
文
、
誤
宇
が
あ
る
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と
思
わ
れ
る
。

⑤
『
永
楽
大
典
』
巻
七
五
〇
七
、
所
引
『
元
豊
類
藁
』
奏
論
常
平
三
等
耀
耀
餅
斜

　
不
便
状

　
　
当
州
」
山
項
疏
十
内
、
恵
只
儒
馴
毎
斜
七
↓
1
五
文
、
皿
一
一
二
七
志
丁
十
人
、
賎
加
澗
山
ハ
十
文
至
山
ハ
∴
1

　
　
二
文
、
九
十
八
随
。

　
こ
の
上
奏
は
侠
文
を
輯
録
し
た
『
曾
輩
集
』
一
九
八
四
年
北
京
中
華
霊
局
排
印
本

　
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

⑥
楼
鎗
『
攻
娩
集
』
巻
一
＝
一
、
北
行
日
録
、
乾
道
六
年
正
月
十
五
日

　
　
好
絹
毎
疋
二
貫
五
百
文
、
蘇
毎
｝
阿
百
五
十
・
文
（
並
六
十
隈
）

⑦
　
『
最
定
建
康
志
』
巻
二
九
、
本
文
一
七
頁
に
引
用
。

⑧
宮
下
緒
言
註
③
前
掲
書
二
三
・
二
四
頁
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

⑨
行
が
短
階
の
値
を
設
定
す
る
と
き
、
ど
の
値
を
選
ぶ
か
は
任
意
で
あ
る
。
そ
れ

　
は
井
上
氏
が
問
題
と
さ
れ
た
よ
う
な
諸
要
因
（
緒
雷
註
④
の
ω
㈲
）
に
よ
る
と
も

　
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
行
に
と
っ
て
特
鋼
の
意
味
を
持
つ
値
が
選
ば
れ
た
の

　
か
も
知
れ
な
い
。

⑩
顧
炎
武
『
舞
知
録
』
巻
＝
、
短
隔
。
高
士
奇
『
天
禄
識
除
』
巻
上
、
銭
隈
。

　
楮
人
穫
『
堅
凱
広
集
隔
巻
四
、
銭
階
。
趙
翼
『
隣
絵
叢
考
』
巻
三
〇
、
短
銭
。
梁

　
紹
垂
『
両
三
秋
雨
竃
随
筆
隔
巻
二
、
短
剣
。
闘
名
撰
『
銭
幣
考
』
巻
上
、
総
論
。

⑪
　
趙
翼
は
高
士
奇
の
『
天
禄
識
除
』
を
引
い
た
あ
と
で
い
う
。

　
　
按
京
師
習
俗
、
以
官
板
銭
｝
当
両
。
凡
貿
易
議
銭
一
帯
、
実
則
用
五
十
。
統
通

　
　
考
記
、
嘉
靖
三
年
、
詔
毎
銀
一
銭
萢
好
銭
七
十
文
・
低
銭
一
百
四
十
文
。
是
前

　
　
明
巳
有
低
牛
堀
当
一
之
令
夷
。
稿
賞
之
類
、
或
以
三
十
五
文
為
百
。
三
十
五
文

　
　
已
是
七
十
文
。
於
古
七
十
為
百
之
数
、
巳
不
蕪
懸
絶
也
。
（
『
該
除
解
題
』
巻
三

　
　
〇
、
日
銭
）

　
趙
翼
が
引
用
す
る
明
嘉
靖
三
年
詔
は
、
墨
型
『
続
文
献
通
考
』
巻
一
八
、
銭
幣
考
、

　
皇
明
銭
法
に
あ
る
。

⑫
彰
僑
威
氏
に
よ
れ
ば
、
宋
代
の
銀
の
貨
幣
と
し
て
の
機
能
は
、
価
値
尺
度
で
も

　
流
通
手
段
で
も
な
く
、
た
だ
窟
の
蓄
蔵
手
段
及
び
特
定
の
支
払
い
手
段
に
す
ぎ
な

　
い
（
緒
言
註
⑤
前
掲
雷
二
七
四
買
）
。
銀
が
価
値
尺
度
と
し
て
の
機
能
を
獲
得
す
る

　
の
は
元
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
同
右
三
七
八
頁
）
。

⑬
　
足
立
啓
二
「
火
豆
粕
流
通
と
清
代
の
商
業
的
農
業
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
一

　
…
二
、
　
一
九
七
八
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覧
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四
　
短
阻
対
策
の
変
遷

　
唐
宋
期
に
お
け
る
様
々
な
短
階
が
孤
立
的
な
商
晶
流
通
の
生
み
だ
す
様
々
な
「
貨
幣
」
の
意
味
を
事
実
上
も
つ
以
上
、
短
階
慣
行
の
展
開
し

た
時
期
は
商
品
経
済
発
展
の
歴
史
的
な
一
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
短
隔
対
策
は
か
か
る
商
品
経
済
へ
の
歴
史
的
な
対
応
を
表
現
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
唐
宋
間
の
短
階
対
策
を
跡
付
け
、
短
調
慣
行
と
省
階
制
度
の
歴
史
的
限
定
性
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
。
な
お
短
陪
は

六
朝
期
に
も
兇
ら
れ
る
が
、
当
時
の
通
貨
問
題
は
唐
宋
期
と
か
な
り
異
質
で
あ
り
、
短
調
の
も
つ
意
味
も
お
そ
ら
く
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
か
ら
、
こ
こ
で
は
扱
わ
な
い
。
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さ
て
唐
虞
の
短
隔
問
題
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
除
階
銭
と
の
混
同
で
あ
る
。
陳
明
光
氏
に
よ
れ
ば
唐
の
除
階
銭
に
は
三
つ
の
種

　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

類
が
あ
る
。
一
は
交
易
税
で
、
取
引
額
一
貫
ご
と
に
税
銭
を
微
収
す
る
も
の
。
二
は
、
内
外
給
用
畜
の
抽
節
す
な
わ
ち
官
が
他
の
官
も
し
く
は

民
間
に
支
払
い
を
す
る
と
き
一
貫
に
つ
き
幾
許
か
の
銭
を
控
除
す
る
も
の
。
三
は
、
唐
後
期
の
銅
銭
不
足
の
状
況
下
で
生
じ
た
新
し
い
貨
幣
流

通
の
形
式
。
毎
貫
若
干
文
を
控
除
し
た
上
で
一
貫
の
価
値
を
与
え
た
も
の
。

　
陳
氏
の
研
究
は
従
来
の
短
辺
研
究
の
不
備
を
大
幅
に
修
正
し
た
点
で
意
義
が
大
き
い
。
商
品
流
通
に
か
か
わ
る
短
階
は
陳
氏
の
い
う
第
三
の

心
隔
で
あ
る
が
、
氏
の
観
点
に
よ
っ
て
第
一
第
二
の
除
阻
と
の
混
同
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
陳
氏
の
第
三
の

除
阻
に
関
す
る
見
解
に
は
依
然
と
し
て
暖
昧
な
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
種
の
短
陪
が
銅
銭
不
足
に
起
因
す
る
と
す
る
点
、
ま
た

そ
れ
が
他
の
二
つ
の
除
石
と
同
様
、
貫
か
ら
の
控
除
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
後
喜
で
あ
る
。
紙
幣
と
銅
銭
の
交
換
レ
ー
ト
た

る
短
阻
を
扱
っ
た
第
二
章
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
短
階
進
法
方
式
を
と
る
短
階
は
百
か
ら
の
控
除
で
あ
っ
て
、
千
か
ら
の
控
除
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
検
討
結
果
は
同
じ
く
短
二
進
法
方
式
を
と
る
、
商
贔
流
通
と
関
わ
る
短
階
に
つ
い
て
も
完
全
に
妥
当
す
る
。
こ
の
こ
と
は
短
阻
形
成
史
を

考
察
す
る
際
の
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
。
そ
こ
で
は
貫
か
ら
控
除
さ
れ
る
も
の
は
関
係
が
な
く
、
従
来
し
ば
し
ば
短
階
の
公
定
と
み
な
さ
れ
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

天
宝
九
十
（
七
五
〇
）
の
九
八
○
文
、
長
慶
元
年
（
八
一
二
）
の
九
二
〇
文
を
一
貫
と
す
る
詔
勅
は
、
い
ず
れ
も
陳
氏
の
第
一
な
い
し
第
二
の
除
電

に
関
す
る
も
の
と
な
る
。
公
定
九
八
階
、
九
二
隔
の
七
二
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
社
会
に
お
け
る
具
体
的
な
貨
幣
計
数
の
方
法
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
て
の
短
阻
（
商
晶
流
通
に
関
わ
る
短
階
）
に
関
す
る
資
料
を
順
次
検
討
し
よ
う
。

　
e
　
貞
元
九
年
（
七
九
三
）
一
二
月
　
『
旧
唐
書
』
巻
四
八
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
だ

　
勅
す
。
浮
野
の
欠
銭
は
法
と
し
て
当
に
禁
断
す
べ
き
も
、
捉
搦
に
因
り
て
或
い
は
亦
た
姦
を
生
ぜ
ん
こ
と
を
慮
る
。
人
を
し
て
従
い
易
か
ら
憎
む
る
は
擾
さ

　
ざ
る
を
切
と
す
。
今
よ
り
已
後
、
交
関
に
因
り
て
欠
隔
銭
を
用
い
る
者
有
れ
ば
、
宜
し
く
但
だ
本
行
頭
及
び
居
惇
の
主
人
・
聖
人
ら
を
し
て
検
察
次
官
せ
し

　
む
べ
し
。
如
し
容
隠
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
兼
て
物
を
売
り
銭
を
領
す
る
人
の
糾
告
す
る
を
許
す
。
其
の
行
頭
・
主
人
・
楽
人
は
重
く
科
罪
を
粧
う
。
…
…

　
流
通
に
関
わ
る
階
内
欠
銭
す
な
わ
ち
短
夜
の
初
出
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
面
上
が
八
世
紀
末
に
は
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
行
頭
・
石
瀬
主
人
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（
邸
店
）
・
牙
人
の
監
視
を
通
し
て
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
分
る
。
逆
に
言
え
ば
足
陪
の
強
制
で
あ
る
。

　
⇔
　
元
和
四
年
（
八
〇
九
）
閏
三
月
　
同
書

　
京
城
、
時
用
の
銭
、
㈲
毎
貫
頭
二
十
文
を
除
き
、
㈲
閣
内
に
銭
を
欠
き
、
㊨
及
び
鉛
錫
銭
等
有
り
。
（
以
下
、
貞
元
九
年
救
を
引
く
）

　
⇔
　
元
和
十
四
年
（
八
一
九
）
六
月
　
同
書

　
　
　
　
あ
ら

　
勅
す
。
直
ゆ
る
諸
軍
諸
使
に
属
し
て
、
更
に
、
時
用
の
銭
、
㈲
福
野
二
十
文
を
除
き
、
㈲
足
口
内
に
銭
を
欠
き
、
⑥
及
び
鉛
掛
銭
有
る
を
犯
す
者
有
り
。
宜

　
し
く
京
兆
府
を
し
て
項
に
枷
し
て
収
禁
せ
し
め
、
本
軍
本
司
に
牒
澄
し
、
府
県
、
人
を
差
し
て
軍
に
就
き
及
び
看
決
す
る
こ
と
二
十
。
如
し
情
状
了
し
難

　
く
、
復
た
違
拒
す
る
者
有
れ
ば
、
傍
お
府
司
を
し
て
聞
奏
せ
し
め
よ
、
と
。

　
こ
の
二
つ
は
い
ず
れ
も
貨
幣
使
用
に
関
わ
る
三
つ
の
項
目
の
禁
止
か
ら
成
り
立
つ
。
㈲
毎
食
二
十
文
の
控
除
の
禁
止
は
、
本
来
国
家
が
財
政

支
出
に
際
し
て
行
使
す
る
除
隔
銭
の
拙
貫
を
、
諸
軍
諸
節
の
軍
人
が
私
的
に
行
使
す
る
の
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
㈲
陪
内
欠
銭
の
禁
止
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

短
隔
を
貨
幣
の
不
正
使
用
と
み
て
禁
止
し
た
も
の
。
元
和
年
間
、
民
間
の
短
順
は
七
〇
に
至
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
㈲
鯨
蝋
銭
の
禁

止
は
私
鋳
銭
の
禁
止
で
あ
る
。
な
お
⇔
元
和
十
四
年
勅
は
諸
軍
諸
使
を
対
象
と
す
る
が
、
こ
れ
は
禁
令
を
犯
す
者
に
軍
人
が
多
か
っ
た
た
め
で

　
⑧

あ
る
。

　
⑳
　
長
慶
元
年
（
八
二
一
）
九
月
　
同
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
ご
ろ

　
勅
す
。
泉
貨
の
義
、
貴
ぶ
所
は
通
流
な
り
つ
㈲
聞
く
が
如
く
ん
ぼ
、
比
可
用
銭
、
所
在
除
隙
一
な
ら
ず
。
其
の
人
の
必
ず
犯
す
を
禁
ぜ
ん
よ
り
は
、
未
だ
俗

　
の
宜
し
き
所
に
従
い
、
交
易
往
来
、
務
め
て
守
る
可
か
ら
し
む
る
に
若
か
ず
。
㈲
其
の
内
外
公
私
給
用
の
銭
は
、
今
従
り
以
後
、
宜
し
く
毎
貫
一
例
に
八
十

　
を
除
塾
し
、
九
百
二
十
文
を
以
て
貫
と
成
す
べ
し
。
更
に
加
除
す
る
有
り
、
及
び
晒
内
欠
隠
す
る
を
得
ず
、
と
。

　
こ
の
勅
は
二
項
目
か
ら
成
り
立
つ
。
㈱
は
社
会
で
用
い
ら
れ
る
様
々
な
短
階
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
た
も
の
。
貞
元
九
年
以
来
民
閾
の
買
置
使

用
は
厳
し
く
禁
止
さ
れ
た
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
禁
令
は
逆
に
民
器
の
短
陪
使
用
の
進
行
を
物
語
る
。
こ
の
時
点
で
唐
朝
は
遂
に
多
様
な
短
隔
の

存
在
を
公
認
し
た
の
で
あ
る
。
足
陪
の
強
制
に
せ
よ
短
隔
の
公
定
に
せ
よ
、
隔
を
単
位
と
す
る
「
貨
幣
」
の
統
一
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
は
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か
か
る
統
一
政
策
が
一
旦
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
面
は
内
外
給
用
銭
の
抽
高
額
を
八
○
文
と
定
め
た
も
の
。
こ
の
額
を
増
減
し
た
り
、

圏
内
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
つ
ま
り
内
外
給
用
銭
一
貫
か
ら
八
○
文
を
抽
貫
す
る
方
法
は
、
十
陪
（
1
1
一
貫
）
の
う
ち
一
つ
の
陪

か
ら
控
除
す
る
の
で
あ
り
、
他
の
九
阻
は
各
々
一
〇
〇
文
足
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
点
で
は
、
社
会
の
短
阻
使
用
に
対
し
国
家
は
応

射
使
用
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
内
外
給
用
銭
の
抽
貫
を
除
隔
銭
と
称
す
る
の
は
陪
ご
と
に
結
び
厨
の
あ
る
貫
の
一
階
か
ら
控
除
さ
れ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
長
幼
三
年
勅
に
は
⇔
㊨
に
あ
っ
た
鉛
錫
銭
の
禁
令
は
み
え
な
い
が
、
禁
令
が
解
除
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
太
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

三
年
（
八
二
九
）
の
禁
令
か
ら
分
る
。
阻
を
単
位
と
す
る
様
々
な
「
貨
幣
」
が
社
会
で
自
然
発
生
し
た
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
事
実

上
の
「
私
鋳
銭
」
と
も
量
謡
う
べ
き
意
義
を
も
つ
。
従
っ
て
長
里
元
年
勅
は
、
本
来
の
私
鋳
銭
の
禁
止
を
維
持
し
た
ま
ま
、
事
実
上
の
「
私
鋳
銭
」

を
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
昭
宗
（
八
八
八
～
九
〇
四
）
末
年
　
『
新
唐
書
』
巻
五
四

　
京
師
の
用
銭
、
八
百
五
十
を
貫
と
為
し
、
毎
百
纏
に
八
十
五
、
河
南
府
は
八
十
を
以
て
百
と
為
す
と
云
う
。

　
㈹
　
天
祐
二
年
（
九
〇
五
）
四
月
　
『
旧
唐
書
』
巻
二
〇
下
、
哀
帝
紀

　
勅
す
。
向
来
の
事
例
に
凍
り
て
、
毎
貫
抽
除
す
る
の
外
、
八
百
五
十
文
を
以
て
貫
と
為
し
、
毎
階
八
十
五
文
。
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
坊
市
の
中
、
多
く
八
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

　
を
以
て
階
と
為
し
、
更
に
除
嘉
す
る
こ
と
有
り
、
頓
に
旧
規
に
爽
う
。
河
南
府
に
付
し
、
輪
唱
交
易
は
並
び
に
八
十
五
文
を
以
て
階
と
為
し
、
更
に
改
移
す

　
る
こ
と
有
る
を
得
ず
、
と
。

　
因
の
天
祐
二
年
勅
は
注
目
す
べ
き
点
が
多
い
。
第
一
に
、
文
献
上
短
阻
公
定
を
明
記
し
た
最
初
と
思
わ
れ
る
が
、
「
向
来
事
例
」
「
頓
爽
旧
規
」

と
あ
り
、
ま
た
㈲
に
八
五
階
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
初
め
て
公
定
し
た
の
で
は
な
い
。
倶
し
最
初
の
公
定
は
㈲
の
九
世
紀
末
以
前
に

　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
遡
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
坊
市
の
中
で
は
八
○
栢
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
八
○
隔
が
普
通
で
そ
の
他
様
々
な
短
陪
が
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
様
々
な
短
阻
使
用
を
唐
朝
は
禁
止
し
八
五
階
に
限
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
阻
を
単
位
と

す
る
「
貨
幣
」
を
一
般
に
通
行
す
る
も
の
よ
り
高
い
品
位
で
統
一
し
、
事
実
上
の
「
私
鋳
銭
」
を
禁
止
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
長
慶
元
年
勅
の
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明
確
な
否
定
で
あ
る
。
但
し
㈲
㈹
が
唐
滅
亡
の
直
前
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
写
譜
統
一
政
策
に
ど
れ
ほ
ど
の
効
果
が
あ
っ
た
か
は
疑

わ
し
い
。
第
三
に
、
こ
の
勅
は
河
南
府
を
対
象
と
す
る
。
で
は
河
南
府
以
外
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
参
考
に
な
る
の
は
、
北
宋

末
の
人
高
晦
隻
の
記
述
で
あ
る
。

　
唐
京
師
の
銭
隔
は
八
十
五
。
河
よ
り
南
は
八
十
五
。
燕
代
は
皆
な
八
十
を
隠
と
為
す
。
（
『
珍
席
放
談
』
巻
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

典
拠
は
不
明
だ
が
、
地
域
に
よ
っ
て
公
定
短
陪
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
㈹
　
後
唐
同
光
二
年
（
九
二
四
）
　
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
六

　
度
支
奏
請
す
。
府
州
県
鎮
に
膀
示
し
、
・
軍
民
商
旅
、
凡
そ
買
解
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
並
び
に
須
ら
く
八
十
階
銭
を
使
う
べ
し
、
と
。

　
㈹
　
後
唐
天
成
二
年
（
九
二
七
）
　
『
文
献
通
考
』
巻
九

　
勅
す
。
買
売
の
人
、
使
う
所
の
見
銭
、
旧
よ
り
条
流
有
り
、
毎
階
八
十
文
。
近
ご
ろ
訪
聞
す
る
に
、
在
京
及
び
諸
道
の
市
騨
人
戸
、
皆
な
短
階
を
将
っ
て
長

　
銭
と
転
換
す
。
今
後
凡
そ
買
売
す
る
こ
と
有
れ
ば
並
び
に
須
ち
く
八
十
隔
銭
を
使
う
べ
し
。
如
し
颯
り
に
短
銭
を
将
っ
て
興
販
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
所
在
に

　
仰
せ
て
収
捉
禁
治
す
、
と
。

　
㈹
㈹
は
後
唐
朝
が
領
域
内
の
一
切
の
交
易
に
八
○
阻
銭
を
強
制
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
㈹
が
詔
勅
と
し
て
発
布
さ
れ
た
か
否
か
は
確

認
で
き
な
い
が
、
㈹
か
ら
天
成
二
年
以
前
に
既
に
八
○
陪
が
公
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
但
し
こ
う
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
か
ら
現
実

に
は
そ
の
他
の
短
阻
も
勿
論
使
用
さ
れ
て
い
る
。
長
銭
は
八
○
階
、
懸
銭
は
八
○
晒
未
満
の
も
の
を
さ
す
。
短
銭
で
の
興
販
が
禁
止
さ
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
民
間
使
用
の
短
階
は
実
際
に
は
八
○
陪
以
下
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
八
○
阻
の
公
定
は
、
阻
を
単

位
と
す
る
「
貨
幣
」
を
現
実
に
通
行
す
る
も
の
よ
り
高
い
品
位
で
統
一
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
公
定
八
○
隔
は
当
然
国
家
も
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
る
が
、
時
に
は
足
階
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
家
使
用
の
阻
は
実
際
に
は
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
㈹
　
後
漢
乾
祐
年
間
（
九
四
八
～
九
五
〇
）
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
九

　
旧
と
銭
の
出
入
は
皆
な
八
十
を
以
て
階
と
為
す
。
（
王
）
章
、
始
め
て
入
る
者
を
し
て
八
十
、
出
つ
る
者
を
し
て
七
十
七
と
せ
し
む
。
こ
れ
を
車
曳
と
謂
う
。
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唐宋晴代の短階と貨幣経済の特質（宮澤）

　
支
出
と
収
入
と
で
使
い
分
け
ら
れ
る
短
陪
は
、
　
も
ち
ろ
ん
差
額
を
財
源
と
す
る
意
図
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
　
そ
れ
ま
で
の
短
阻
公
定
が

「
貨
幣
」
統
一
策
で
あ
っ
た
の
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
内
外
善
用
銭
の
抽
貫
た
る
唐
の
除
算
は
、
そ
の
滅
亡
後
少
く
と
も
文
献
上
野
阻
と
し

て
は
伝
わ
ら
な
い
。
私
は
鴬
野
と
し
て
の
除
隔
は
消
減
し
た
の
だ
と
思
う
が
、
こ
の
乾
祐
の
差
額
短
階
公
定
は
、
唐
の
抽
貫
が
貫
か
ら
階
に
単

位
を
変
え
て
復
活
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
時
に
は
既
に
後
患
以
来
の
八
○
陪
が
財
政
上
の
基
準
値
と
し
て
定
着
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
新
た
な
差
額
短
階
は
八
○
未
満
の
値
と
し
て
七
七
が
任
意
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
七
七
阻
は
貨
幣
経
済
、
商
品
流
通

の
展
開
か
ら
直
接
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
㈲
　
宋
太
平
興
国
二
年
（
九
七
七
）
九
月
　
『
長
編
』
巻
一
八

　
国
初
、
黒
風
に
因
り
、
其
の
輸
官
亦
た
八
十
或
い
は
八
十
五
を
用
う
。
然
れ
ど
も
心
身
の
私
用
、
猶
お
各
お
の
俗
に
随
い
、
四
十
八
銭
を
以
て
百
と
為
す
者

　
有
る
に
至
る
。
丁
酉
、
詔
し
て
所
在
悉
く
七
十
七
を
用
い
て
百
と
為
し
、
千
銭
毎
に
必
ず
四
斤
半
以
上
に
及
ば
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
宋
初
、
国
家
使
用
の
短
隔
は
後
漢
の
制
度
を
継
承
し
収
入
に
は
八
○
な
い
し
八
五
阻
を
用
い
た
と
い
う
。
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら

く
支
出
は
七
七
陪
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
民
間
使
用
の
短
階
は
統
一
さ
れ
ず
に
公
認
さ
れ
て
い
た
。
後
影
の
と
き
再
公
定
さ
れ
た

民
間
の
短
陪
八
○
は
野
禽
ま
で
に
崩
れ
さ
っ
て
い
た
、
と
い
う
よ
り
も
社
会
へ
の
公
定
考
選
の
強
制
は
お
そ
ら
く
一
度
も
実
効
が
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
太
平
興
国
二
年
の
七
七
陪
公
定
も
ま
た
、
社
会
で
は
殆
ど
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
以
後
、
社
会

に
公
定
短
隔
を
強
制
す
る
記
事
が
な
い
ば
か
り
か
、
宋
初
か
ら
様
々
な
短
隔
の
使
用
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
表
1
）
。
社
会
に
お
け
る
様
々

な
落
雪
使
用
は
北
宋
の
早
い
階
期
に
結
局
は
全
面
的
に
容
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
太
平
興
国
二
年
の
七
七
隔
統
一
の
も
つ
意
味

は
国
家
の
貨
幣
使
用
に
こ
そ
関
係
す
る
。
　
こ
れ
に
よ
っ
て
差
額
短
隈
の
も
た
ら
す
財
源
は
失
う
こ
と
に
な
る
が
、
七
七
隔
統
一
と
セ
ヅ
ト
に

し
て
銅
銭
一
貫
の
最
低
重
量
を
規
定
し
た
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
貨
幣
自
体
の
規
格
と
そ
の
計
数
方
法
す
な
わ
ち
階
単
位
の

「
貨
幣
」
の
規
格
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
以
上
、
八
世
紀
末
以
降
に
お
け
る
短
隔
政
策
の
推
移
を
概
観
し
た
。
そ
れ
は
宋
磁
の
叙
述
と
か
な
り
違
う
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
過
程
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の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
こ
の
過
程
は
社
会
の
自
然
発
生
的
な
短
陪
と
国
家
に
よ
る
公
定
短
阻
の
展
開
と
い
う
二
つ
の
過
程
に
分
け
ら
れ
る
が
、
八
世
紀
末

に
は
出
現
し
て
い
た
社
会
の
短
隔
に
対
し
、
初
め
国
家
は
禁
止
を
も
っ
て
臨
み
足
階
を
強
制
し
た
。
こ
の
政
策
が
転
換
し
た
の
は
八
｝
＝
年
で

あ
り
、
社
会
で
の
様
々
な
短
階
使
用
を
容
認
す
る
一
方
、
国
家
は
足
階
を
使
用
し
た
。
国
家
が
短
階
使
用
に
踏
み
切
っ
た
の
は
お
そ
ら
く
九
世

紀
末
で
あ
り
、
文
献
上
確
認
で
き
る
の
は
九
〇
五
年
の
時
点
で
あ
る
。
国
家
財
政
に
お
け
る
足
隔
の
放
棄
と
短
階
の
採
用
は
、
会
計
の
統
一
の

た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
短
阻
の
公
定
一
そ
れ
も
財
政
上
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
様
々
な
起
工
を
統
一
す
る
公
定
1
を
伴
っ
て
い
た
。

但
し
こ
の
八
五
隔
の
公
定
の
時
期
は
唐
朝
の
最
末
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
社
会
に
お
い
て
は
実
効
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
い

で
後
歯
は
、
社
会
・
国
家
財
政
と
も
に
八
○
隔
を
採
用
、
後
漢
は
国
家
財
政
に
出
納
に
よ
っ
て
八
○
阻
と
七
七
階
を
使
い
分
け
る
差
額
短
随
を

導
入
し
宋
初
に
及
ん
だ
。
差
額
心
々
は
従
来
の
短
阻
政
策
（
足
階
強
制
↓
容
認
↓
公
定
）
が
貨
幣
政
策
の
意
味
を
も
つ
の
と
は
異
な
り
、
財
源
創
出

の
一
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
春
初
九
七
七
年
に
お
け
る
七
七
階
へ
の
統
一
は
、
そ
の
後
こ
れ
を
社
会
に
強
制
し
た
形
跡
が
な
い
こ
と
か
ら
、

国
家
財
政
に
基
準
値
を
与
え
た
も
の
と
い
え
る
が
、
現
実
の
財
政
運
用
に
あ
た
っ
て
は
時
に
様
々
な
茎
短
が
使
い
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

国
家
に
よ
る
公
定
短
陪
の
制
定
は
社
会
に
お
け
る
短
陪
の
発
生
よ
り
少
く
と
も
一
世
紀
は
遅
れ
た
。
そ
れ
は
国
家
が
足
阻
使
用
を
堅
持
し
た
た

め
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
国
家
の
貨
幣
使
用
と
錐
も
社
会
の
貨
幣
使
用
の
方
法
に
規
定
さ
れ
る
以
上
、
結
局
は
現
実
と
か
け
離
れ
た
足
無
を

維
持
し
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
第
二
に
、
宋
代
に
お
け
る
護
国
は
前
述
し
た
如
く
、
国
家
の
会
計
帳
簿
上
の
省
隔
と
、
国
家
及
び
社
会
で
実
際
に
現
銭
が
移
動
す

る
場
合
の
短
階
と
で
、
足
隔
と
の
換
算
方
法
が
異
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
帳
簿
上
の
省
随
の
換
算
方
式
す
な
わ
ち
下
腹
比
例
定
数
方
式
の
機
能

は
、
様
々
な
短
阻
や
足
囲
を
会
計
上
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
省
陪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
国
家
が
統
一
短
限
を
使

用
す
る
こ
と
、
及
び
国
家
が
社
会
に
お
け
る
様
々
な
二
階
使
用
を
公
認
し
て
い
る
こ
と
の
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
唐
末
及
び

後
期
の
公
定
短
隔
は
社
会
の
様
々
な
短
隔
を
公
認
し
て
い
な
い
点
で
、
後
漢
の
差
額
短
栢
は
会
計
の
統
一
が
図
ら
れ
て
い
な
い
点
で
、
い
ず
れ
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唐宋時代の短階と貨幣経済の特質（宮澤）

も
宋
代
の
公
定
短
阻
1
1
省
階
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
唐
草
五
代
の
公
定
短
陪
は
、
そ
れ
が
社
会
の
貨
幣
使
用
の
趨
勢
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

規
定
さ
れ
て
制
定
さ
れ
た
経
過
か
ら
推
し
て
短
栢
進
法
方
式
に
よ
る
計
数
が
と
ら
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
樽
代
財
政
上
の
省
阻
は
、
そ
の
機
能

と
計
数
方
法
か
ら
見
て
ま
さ
に
宋
代
独
自
の
短
阻
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
唐
末
以
降
糊
定
さ
れ
た
国
家
の
短
阻
は
、
社
会
使
用
の
平
均
的
短
阻
よ
り
若
干
高
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
（
㈹
の
八
○
と
八
五
、
㈹

の
短
銭
と
長
銭
、
『
帰
田
録
』
に
記
さ
れ
た
宋
初
の
豊
野
七
二
と
法
認
七
七
、
『
東
京
夢
華
録
』
に
記
さ
れ
た
北
煎
薬
の
街
市
通
用
七
五
と
官
用
七
七
）
。
つ
ま

り
隔
を
単
位
と
す
る
「
貨
幣
」
に
お
い
て
は
国
家
の
方
が
高
い
品
位
の
も
の
を
使
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
国
家
の
貨
幣
使
用
の
信

用
を
高
め
、
民
聞
か
ら
の
買
上
を
円
滑
に
し
拡
大
す
る
の
に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
国
家
が
現
物
の
確
保
を
急
務
と
し
た
唐
綿
五
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
混
乱
期
、
辺
境
防
備
に
大
量
の
物
資
を
恒
常
的
に
動
か
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
重
代
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
逆
に
国
家
が
租
税
な
ど
貨
幣
の
受
け
取
り
手
に
な
る
場
合
に
は
、
公
定
値
の
高
さ
は
、
た
と
え
出
納
時
の
差
額
短
阻
を
と
ら
な
く
て
も
財

政
収
入
の
実
質
的
増
大
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
以
上
の
こ
と
は
ま
た
何
故
、
省
階
が
七
七
で
あ
り
、
国
家
財
政
が
足
芸
で
な
く
省
階
に
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う

先
述
の
疑
問
に
解
答
を
与
え
る
。
国
家
の
貨
幣
使
用
と
難
も
社
会
の
貨
幣
使
用
と
大
き
く
乖
離
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
か
も
社
会
の
平
均
的

短
隔
よ
り
も
若
干
高
く
設
定
す
る
こ
と
が
財
政
上
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
七
七
省
慮
は
財
政
上
適
当
と
政
治
的
に
判
断
さ
れ
た
値

で
あ
る
。

　
第
五
に
、
社
会
で
使
用
さ
れ
る
様
々
な
短
隔
は
、
八
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
末
に
至
る
ま
で
し
ぼ
し
ぼ
国
家
の
禁
止
の
対
象
と
な
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
（
公
定
短
隔
も
多
様
な
下
階
の
否
定
で
あ
る
）
、
一
貫
し
て
存
続
し
結
局
は
全
面
的
に
容
認
さ
れ
た
。
事
実
上
の
「
私
鋳
銭
」
た
る
様
々
な

短
陪
の
出
現
と
そ
の
生
命
力
の
強
さ
は
、
中
唐
以
後
の
商
品
流
通
が
孤
立
的
と
は
い
え
、
着
実
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
し

て
国
家
は
、
こ
の
通
用
「
貨
幣
」
を
異
に
す
る
バ
ラ
バ
ラ
の
商
品
流
通
を
、
器
品
の
禁
止
・
公
定
を
通
し
て
統
一
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
唐
宋
期
の
社
会
的
分
業
は
い
ま
だ
内
部
に
統
一
の
契
機
が
未
成
立
な
の
で
あ
る
か
ら
、
様
々
な
商
贔
の
交
換
価
値
を
統
一
的
に
計
志
す
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る
統
一
貨
幣
は
必
ず
し
も
存
在
し
な
く
て
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
商
品
経
済
の
内
部
に
統
一
貨
幣
の
要
講
が
な
い
以
上
、
統
一
化
政
策
が
成
功

す
る
か
否
か
は
国
家
の
政
治
的
力
量
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
宋
代
に
お
い
て
様
々
な
短
隔
を
行
使
す
る
主
体
は
、
中

唐
以
後
同
業
組
合
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
つ
つ
あ
っ
た
行
で
あ
っ
た
。
国
家
の
短
陪
統
一
政
策
の
失
敗
が
意
味
す
る
の
は
、
各
行
が
独
自
の

貨
幣
を
生
み
出
さ
な
い
ま
で
も
、
貨
幣
使
用
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
国
家
と
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
は
統
一
短
陪
を
拒
み
う
る
ほ
ど
に
独
自
性
を

獲
得
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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①
　
六
朝
期
の
通
貨
事
情
は
、
様
々
な
規
格
の
官
銭
が
同
時
に
逓
潔
し
、
過
小
な
悪

　
銭
の
私
鋳
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
玉
野
を
貨
幣
と
す
る
地
域
が
あ
り
、
ま
た
時
に
私

　
鋳
が
許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
か
な
り
無
秩
序
な
上
に
、
国
家

　
の
貨
幣
鋳
造
権
も
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

②
　
陳
明
光
「
唐
代
“
除
晒
”
釈
論
」
（
『
中
國
史
研
究
』
一
九
八
四
一
四
）
。

⑧
但
し
興
元
元
年
（
七
八
四
）
に
廃
止
さ
れ
た
あ
と
の
経
過
は
資
料
不
足
の
た
め

　
判
明
し
な
い
。

④
『
唐
会
要
野
壷
六
六
、
太
府
寺

　
　
天
宝
島
載
二
月
十
四
日
、
勅
、
泊
今
以
後
、
一
遍
以
三
鼎
四
両
為
斗
、
日
並
勒

　
　
斗
量
、
其
車
軸
長
七
尺
二
寸
、
除
晒
銭
差
貫
二
十
文
、
除
上
等
同
。

⑤
　
本
文
二
二
頁
引
用
の
四
　
㈲
。

⑥
同
｝
の
記
事
が
、
『
購
麿
書
臨
巻
四
八
、
食
貨
志
、
『
新
唐
書
』
巻
五
四
、
食
貨

　
志
、
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
〇
一
、
密
計
部
、
『
唐
会
要
』
巻
八
九
、
泉
貨
、
『
瞬
五

　
代
史
駈
巻
一
四
六
、
食
ハ
韻
士
心
、
『
五
代
ム
瓜
要
』
巻
二
七
、
泉
貨
、
『
文
献
通
考
』
巻

　
八
巻
九
、
銭
幣
考
、
『
資
治
通
鑑
』
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
『
旧
唐
書
騒
を
主

　
に
引
用
し
た
。

⑦
『
新
令
露
』
巻
五
四
、
食
貨
志

　
　
民
間
心
隔
有
翌
七
十
者
、
鉛
錫
銭
益
多
。
吏
捕
犯
者
、
多
属
諸
軍
・
諸
使
、
諺

　
　
集
市
人
彊
奪
、
殴
傷
吏
卒
。
京
兆
歩
崔
元
棚
請
犯
紫
黒
軍
・
本
使
瀧
決
。
帝
不

　
　
能
用
、
詔
送
本
軍
・
国
使
、
而
京
提
鞘
遣
発
泡
決
。

　
こ
の
記
箏
は
、
本
文
引
用
の
元
涌
十
四
年
勅
と
対
応
す
る
。

⑧
　
前
註
⑦
参
照
。

⑨
『
旧
唐
書
』
巻
四
八
、
太
和
三
年
六
月

⑩
本
章
註
⑭
に
引
く
沈
指
・
高
承
の
中
呂
に
関
す
る
記
述
は
い
ず
れ
も
不
十
分
で

　
あ
る
が
、
昭
宗
末
年
に
短
礪
が
公
定
さ
れ
た
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。

⑪
　
高
晦
婁
の
原
文
は
第
一
章
・
註
⑧
に
全
文
引
用
。
唐
・
漢
・
宋
の
短
隔
を
述
べ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
が
、
こ
こ
に
い
う
唐
は
八
五
随
で
あ
る
か
ら
後
壁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑫
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
六
、
食
貨
志
、
後
記
天
成
三
年
七
月
の
詔
に
、

　
　
於
是
秋
田
謹
上
、
毎
全
納
麹
銭
五
文
足
隔
。

　
と
あ
り
、
ま
た
『
五
代
会
要
』
巻
二
五
、
雑
録
、
後
唐
長
興
元
年
三
月
十
三
日
の

　
勅
に
、

　
　
天
下
州
府
受
納
桿
草
、
毎
束
納
銭
一
文
足
。

　
と
あ
る
。
一
文
の
よ
う
な
最
小
の
銭
額
に
も
足
階
を
明
記
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
八

　
○
隔
と
区
明
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
租
税
納
入
の
短
晒
が
進
法
方
式
で
あ

　
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
短
晒
比
例
定
数
方
式
の
場
合
、
足
階
で
も
八

　
○
階
で
も
一
文
は
銅
銭
一
枚
と
な
っ
て
区
別
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
短

　
隠
進
法
方
式
な
ら
一
文
が
積
み
重
な
っ
て
何
糞
に
な
っ
た
ら
一
晒
文
と
数
え
る
か

　
指
示
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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⑬
後
漢
の
と
き
八
五
階
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
実
例
は
徴
し
え
な
い
が
、
内
周
の

　
事
例
な
ら
見
い
出
せ
る
。
『
旧
五
代
史
』
巻
一
四
六
、
食
貨
志
、
広
地
三
年
一
二
月

　
の
詔
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
『
五
代
会
要
』
巻
二
六
は
、
広
順
二
年
三
月
と
す
る
）
。

　
　
今
後
毎
順
走
一
石
、
依
旧
抽
税
銭
八
百
文
、
以
入
十
五
二
階
、
塩
一
斗
。

⑭
　
宋
人
に
よ
る
七
七
省
晒
の
成
立
過
程
に
関
す
る
記
述
は
、
後
漢
王
章
の
七
七
晒

　
以
前
に
つ
い
て
は
殆
ど
【
致
を
見
な
い
。
ま
ず
沈
括
は
、

　
　
A
コ
之
数
融
蚊
、
　
｝
日
銭
謂
ウ
畠
階
者
、
　
借
胴
晒
中
丁
田
川
ラ
編
、
　
晶
共
実
ロ
ハ
日
疋
甲
臼
々
丁
、
　
如
什
与
バ
皿
甘
ぜ
。

　
　
唐
事
皇
甫
三
二
塾
銭
法
、
至
昭
宗
末
、
乃
定
入
手
為
百
。
漢
隠
帝
時
、
三
司
使

　
　
王
章
毎
出
官
銭
、
又
減
三
銭
、
以
七
十
七
為
百
、
輪
官
傍
聴
八
十
。
至
幸
輸
官

　
　
銭
有
用
八
十
導
者
。
（
『
夢
渓
筆
談
隔
心
四
）

　
と
い
い
、
皇
甫
鋳
の
薄
紅
法
か
ら
説
き
起
す
が
、
こ
れ
は
興
山
猿
書
』
巻
五
四
、

　
食
貨
志
に
、

　
⑥
会
呉
元
済
・
王
腰
回
連
衡
露
命
、
以
七
道
兵
討
之
、
経
費
屈
蜴
。
皇
甫
鑓
建
議
、

　
　
内
外
用
銭
毎
婚
塾
二
十
外
、
復
抽
五
十
七
度
支
以
贈
軍
。

　
と
あ
り
、
ま
た
『
唐
会
要
』
巻
八
九
、
泉
貨
に
、

　
⑥
（
元
和
）
十
一
年
九
月
勅
、
今
後
応
内
外
支
線
銭
、
宜
毎
貫
除
塾
一
塁
外
、
愛

　
　
抽
五
十
文
。
傍
委
本
道
本
司
本
使
、
拠
数
逐
季
収
計
、
其
諸
道
銭
、
便
差
綱
部

　
　
送
度
支
細
管
、
以
備
軍
需
。
時
以
准
西
用
兵
、
従
有
司
之
請
也
。

　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
潅
西
用
兵
と
は
鍔
元
済
・
拳
闘
宗
の
乱
の
こ
と
で
あ
る
か

　
ら
㈲
㈲
は
同
一
の
記
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
二
つ
の
記
事
は
五
〇
文
を
増
額
す
る

　
前
の
毎
貫
の
抽
貫
額
が
㈲
で
は
二
〇
文
、
㈲
で
は
一
〇
〇
文
と
一
致
し
な
い
が
、

　
こ
れ
は
当
時
、
内
外
給
用
銭
の
抽
貫
た
る
常
額
の
除
隔
銭
一
〇
〇
文
の
う
ち
八
○

　
文
が
戸
部
に
、
二
〇
文
が
度
支
に
漫
読
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
（
陳
氏
本
章
註

　
②
前
掲
論
文
）
。
　
つ
ま
り
皇
甫
鋪
の
塾
王
法
と
は
度
支
収
管
の
除
隔
銭
の
増
額
を

　
図
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
㈲
は
度
支
除
隔
離
に
つ
い
て
の
み
述
べ
、
㈲
は
度
支
・

　
戸
部
あ
わ
せ
た
除
晒
銭
全
体
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
沈
揺

　
は
元
和
十
一
年
（
八
一
六
）
に
増
額
さ
れ
た
内
外
給
用
銭
の
抽
貫
を
い
わ
ゆ
る
短

階
と
混
同
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
沈
下
は
昭
宗
末
に
八
○
碩
が
公
定
ざ
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
も
本
文
㈲
㈱

　
の
八
置
階
が
正
し
い
。

　
次
に
高
承
は
、
六
朝
梁
の
二
流
を
引
き
「
銭
、
八
十
を
以
て
階
と
為
す
は
、
蓋

　
し
梁
よ
り
始
ま
る
な
り
」
と
述
べ
た
あ
と
、

　
唐
昭
宗
時
、
京
師
用
銭
、
八
百
五
十
演
習
、
河
南
府
以
八
百
為
貫
。
（
『
事
物
紀

　
原
』
巻
一
〇
、
銭
晒
）

と
い
う
。
こ
れ
は
誤
り
と
は
言
え
な
い
が
、
よ
り
正
確
に
「
八
十
五
為
晒
」
「
八

　
十
為
階
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
承
は
沈
括
の
『
夢
渓
筆
談
』
を
参
照
し

　
な
が
ら
も
、
そ
の
説
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
よ
い
が
、
貫
か
ら
の
控
除
と
晒
か
ら

　
の
累
除
の
違
い
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
ま
た
拳
黙
と
洪
遽
は
ほ
ぼ
同
じ
文
鷺
・
を
残
し
て
い
る
。

　
○
唐
天
祐
中
、
丘
ハ
乱
憲
乏
、
始
源
以
八
十
五
銭
為
百
。
後
唐
天
成
中
、
又
減
五
銭
。

　
漢
乾
祐
初
復
減
三
銭
。
（
以
下
本
文
二
五
頁
引
用
に
続
く
。
　
『
長
編
』
巻
一
八
）

　
○
唐
之
盛
際
、
純
用
足
銭
。
天
祐
中
、
以
兵
乱
寒
乏
、
始
令
以
八
十
五
為
事
。
後

　
唐
天
成
、
又
減
其
五
。
黒
酒
袖
中
、
王
章
為
三
司
使
、
復
減
三
。
（
『
容
斎
三

　
　
筆
』
巻
四
、
省
銭
野
晒
）

　
い
ず
れ
も
唐
黒
幕
の
天
袖
中
に
初
め
て
八
五
晒
が
公
定
さ
れ
た
如
く
述
べ
る
が
、

　
実
際
に
は
そ
れ
以
前
昭
宗
末
年
に
は
既
に
公
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
両
者
と
も
後

　
唐
天
成
否
に
八
○
階
に
減
じ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
も
後
頚
同
光
中
に
既
に
減
じ
ら

　
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
㊨
㈹
。

　
　
ま
た
嘉
応
麟
は
い
う
。

　
　
梁
武
帝
号
、
銭
卜
減
、
始
承
足
隙
県
名
。
襲
撃
以
入
十
二
晒
。
漢
隠
盛
時
、
王

　
　
章
又
減
三
銭
、
始
有
省
階
美
名
。
（
『
困
学
紀
聞
』
巻
　
三
）

　
　
　
へ

　
「
唐
末
」
と
あ
る
か
ら
唐
は
李
唐
で
あ
っ
て
後
側
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
唐
代
に

　
八
○
階
公
定
の
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

⑮
本
章
註
⑫
を
参
照
。
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⑯
通
常
の
省
晒
自
体
が
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
国
家
の
現
物
確
保

　
の
意
志
が
極
め
て
強
い
と
き
に
は
省
陪
よ
り
高
い
短
階
や
足
階
が
用
い
ら
れ
た
。

結

言五
口口

輪
一
章
註
⑫
に
九
八
随
の
使
用
を
「
優
麗
を
示
す
」
と
い
っ
て
い
る
。

3e　（220）

　
罪
代
の
銅
銭
は
い
う
な
れ
ば
二
重
の
貨
幣
で
あ
る
。
一
つ
は
文
を
計
数
の
単
位
と
す
る
本
来
の
貨
幣
で
あ
り
、
一
つ
は
中
唐
以
後
社
会
が
生

み
出
し
た
短
隔
で
あ
る
。
短
階
は
厳
密
に
は
貨
幣
計
数
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
が
、
短
階
で
く
く
ら
れ
る
一
つ
の
集
舎
が
事
実
上
一
種
の
「
貨
幣
」

と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
か
か
る
阻
を
単
位
と
す
る
「
貨
幣
」
の
特
質
を
検
討
し
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
貨
幣
経
済
な
い
し
商

品
経
済
の
特
質
を
考
察
し
た
。
論
点
を
要
約
し
つ
つ
二
重
の
貨
幣
の
意
味
を
考
え
て
結
論
と
し
よ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
財
貨
の
交
換
価
値
を
そ
の
枚
数
で
表
示
し
う
る
銅
銭
は
、
し
か
し
現
実
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
文
で
は
な
く
随
を
基
本
的
な
計
数

の
単
位
と
す
る
。
こ
の
階
が
足
阻
で
あ
る
な
ら
複
雑
な
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
中
唐
以
後
の
中
国
社
会
は
短
陪
を
、
し
か
も
極
め
て

弾
力
性
に
富
む
短
隔
を
生
み
出
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
上
、
短
隔
に
は
計
数
の
方
法
に
二
種
類
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
一
つ
は
短
阻
を
比
例
定

数
と
し
て
用
じ
る
方
式
で
あ
り
、
こ
の
場
合
階
を
単
位
と
す
る
価
格
は
銅
銭
の
実
枚
数
で
示
さ
れ
る
財
貨
の
交
換
価
値
を
比
例
的
に
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
但
し
厳
密
に
は
端
数
の
切
上
が
な
さ
れ
る
た
め
、
価
格
は
交
換
価
値
と
完
全
な
比
例
関
係
に
は
な
く
近
似
的
で
あ
り
、
誓
文
、

数
十
文
の
少
額
取
引
に
お
い
て
は
矛
盾
が
強
く
現
わ
れ
、
交
換
価
値
を
表
示
し
え
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
が
。
二
つ
は
短
陪
を
進
法
の
位
取
り

単
位
と
し
て
用
い
る
方
式
で
あ
り
、
こ
の
場
合
階
を
単
位
と
す
る
価
格
は
財
貨
の
交
換
価
値
と
一
対
一
対
応
す
る
も
の
の
、
こ
れ
を
比
例
的
に
、

つ
ま
り
比
較
可
能
な
量
と
し
て
表
示
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
短
髪
は
、
前
者
が
国
家
の
会
計
帳
簿
で
用
い
ら
れ
、
後
者
が
国
家

と
民
間
の
間
で
の
財
貨
の
移
動
と
交
換
、
及
び
民
問
の
商
品
経
済
で
使
用
さ
れ
た
。

　
短
隔
比
例
定
数
方
式
を
採
用
し
た
国
家
の
会
計
公
度
で
は
、
表
示
さ
れ
る
額
の
大
き
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
式
の
弱
点
（
端
数
の
処
理
）

は
問
題
と
な
ら
ず
、
本
来
銅
銭
の
も
つ
計
数
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
。
し
か
も
国
家
財
政
で
は
様
々
な
短
阻
や
足
阻
が
す
べ
て
省
晒
に
統
一
さ
れ



唐宋時代の短隔と貨幣経済の特質（宮澤）

る
の
を
原
則
と
す
る
。
か
く
て
国
家
財
政
で
表
示
さ
れ
る
財
貨
の
価
格
は
、
銅
銭
の
実
枚
数
（
交
換
価
値
の
合
計
）
で
は
な
く
、
そ
れ
と
比
例
関

係
に
あ
る
憂
身
に
よ
る
価
格
と
な
る
。
こ
の
価
格
は
殺
鼠
的
な
価
格
で
あ
り
、
ま
さ
に
貨
幣
の
抽
象
的
な
使
用
の
結
果
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
価
格
の
名
目
性
と
貨
幣
使
用
の
抽
象
性
は
、
も
と
に
な
る
省
阻
の
値
の
政
治
性
か
ら
み
て
、
経
済
発
展
が
不
均
質
で
且
つ
広
大
な
領
域
を

有
し
全
国
的
物
流
な
ど
統
一
的
経
済
政
策
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
国
家
に
と
っ
て
、
可
能
な
限
り
財
政
の
統
一
を
実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
基

礎
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
省
栢
制
度
の
成
立
が
宋
初
で
あ
っ
た
こ
と
は
殊
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
専
心
国
家
に
お
け
る
財
政
運
用

の
あ
り
方
が
宋
代
に
至
っ
て
質
的
な
転
換
を
遂
げ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
短
靴
進
法
方
式
を
と
る
具
体
的
な
貨
幣
使
用
の
落
す
な
わ
ち
商
品
流
通
の
過
程
で
は
、
短
阻
の
存
在
に
よ
っ
て
個
々
の
銅
銭
の
も
つ
交
換
価

値
を
計
る
機
能
は
生
か
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
当
時
の
商
品
の
価
格
が
交
換
価
値
を
原
理
的
に
表
現
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
い
。
商
品
の
種
類
あ
る
い
は
行
ご
と
に
（
も
ち
ろ
ん
地
域
的
に
も
）
多
様
な
分
留
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
階
を
単
位
と
す
る
「
貨
幣
」
が
業
種

商
品
別
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
通
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
短
銃
慣
行
に
反
映
す
る
当
時
の
商
品
流
通
の
特
質
は
、
価
格
の
形
成
が
交
換
価

値
を
正
し
く
反
映
し
な
い
こ
と
、
ま
た
統
一
貨
幣
の
存
在
を
必
須
と
し
な
い
生
産
流
通
の
孤
立
性
と
い
う
前
近
代
社
会
に
お
け
る
商
品
経
済
の

一
般
的
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
孤
立
的
な
商
品
流
通
を
示
す
と
は
い
え
、
唐
中
期
以
降
の
商
晶
流
通
の
急
速
な
発
展
が
否
定
さ
れ

る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
唐
宋
変
革
期
に
お
け
る
義
血
の
禁
止
・
公
定
政
策
の
挫
折
か
ら
全
面
的
容
認
に
至
る
過
程
は
、
国
家
が
事
実
上
の

「
私
鋳
銭
」
た
る
短
階
を
否
応
な
く
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
。
孤
立
的
で
は
あ
っ
て
も
一
応
独
立
し
た
生
産
流
通
の
機
構

が
形
成
さ
れ
、
国
家
の
直
接
的
、
統
率
的
な
商
業
政
策
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
を
、
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
越
階
と
い
う
形
式
の
「
貨
幣
」
は
、
い
つ
で
も
必
要
な
時
に
個
々
の
斉
一
な
本
来
の
貨
幣
に
分
解
し
、
ま
た
い
つ
で
も
分
解
す
る
前

と
異
な
る
「
貨
幣
」
に
組
み
変
え
う
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
国
家
財
政
の
統
一
性
は
、
国
庫
に
入
る
多
様
な
「
貨
幣
」
を
七

七
随
銭
と
い
う
斉
一
な
「
貨
幣
」
に
帳
簿
上
組
み
直
す
こ
と
で
実
現
さ
れ
た
。
ま
た
孤
立
的
な
商
品
流
通
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
異
な
る
「
貨

幣
」
が
共
通
の
因
子
か
ら
成
り
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
連
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
様
々
な
叢
書
が
画
会
的
分
業
の
非
統
一
性
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を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
個
々
の
銅
銭
は
そ
の
統
一
を
可
能
に
す
る
鍵
な
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
唐
中
期
以
降
の
商
品
経
済
の
発
展
自
体
に
は
、
様
々
な
短
隔
と
い
う
形
式
の
「
貨
幣
」
を
生
み
出
す
必
然
性
は
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
に
至
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
銅
銭
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
銅
銭
を

鋳
造
し
発
行
す
る
主
体
は
ほ
か
な
ら
ぬ
国
家
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
短
階
の
存
在
が
示
す
非
統
一
的
な
社
会
的
分
業
は
商
品
経
済
の
内
部
に
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
契
機
が
未
成
立
の
段
階
で
、
国
家
が
外
部
か
ら
銅
銭
を
投
与
す
る
こ
と
で
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
様
々
な
短
時
の
全
面
的
容
認
と

国
家
財
政
で
の
省
営
の
成
立
が
宋
初
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
輿
す
れ
ぼ
、
唐
末
五
代
の
諸
王
朝
が
な
し
え
な
か
っ
た
商
晶
経
済
と
国
家
財
政
の
統

合
を
、
宋
朝
が
初
め
て
果
し
た
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
③
　
商
品
経
済
に
対
す
る
影
響
が
市
制
の
よ
う
な
直
接
的
な
も
の
で
な
く
、
貨
幣
を
　
　
　
　
　
が
ど
の
よ
う
に
駅
馬
の
信
用
を
生
み
出
し
た
か
を
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
。

　
　
媒
介
に
し
て
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
に
お
け
る
本
来
の
私
鋳
銭
の
発
生
を
極
　
　
　
　
　
本
稿
は
一
九
八
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
補
助
金
奨
励
研
究
㈲
「
宋
代
の
農
商
業

　
　
力
排
除
し
、
国
家
発
行
の
銅
銭
に
高
い
儒
用
が
付
与
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宋
朝
　
　
　
　
　
講
話
と
経
済
政
策
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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五）uanmo短晒and　the　Characteristics　of　the　Money

　　　　Econorriy　in　the　Tang　and　Song　Dynasties

by

Tomoyuki　Miyazawa

　　When　we　study　the　characteristics　of　the　money　economy　in　tl　e　Tang

and　Song　dynasties，　we　can　learn　interesting　things　by　looking　at　the

spread　of　the　custom　of　dztdenfno　at　that　time．　Duanmo　had　occured

not　because　of　a　lack　of　copper　coins，　but　because　of　the　control　of

money　by　hang行，　which　acted　1圭ke　guilds　duripg　the　increase　ill　the

ciycu！ation　of　merchandise　under　the　copper　coin　economy．　The　hang

controlled　money　not　by　the　original　issue　of　coins，　but　by　controlling

the　monetary　unit，．moβ百，　which　presupposed　copper　coins．

　　The　Tang　and　Five　Dynasties　tried　to　unify　various　duanmo　by　im－

posing　zttmo足隔or　authorizing　certain　dztanmo．　But　these　attempts

failed．　At　last，　in　the　early　Song，　various　private　duanmo　was　reco－

gnized　and　the　shengmo省陪system　was　instituted　for　the　purpose　of

unifying　tlie　public　finance．　The　method　of　converting　private　dztanmo

into　z4mo　was　different　from　that・　of　converting　national　shengmo　into

2umo．　The　former　used　dztanmo　as　a　scale　unit　and　the　latter　used

shengmo　as　a　proportional　constant．　Thus，　at　that　time，　the　price　of

merchandise　was　not　proportional　to　the　exchange　value．　Duanmo　ex－

pressed　the　non－unity　of　economic　specialization．　lf　we　pay　attention

to　copper　coins　which　duanmo　presupposed，　we　can　understand　that　the

national　issue　of　copper　coins　ls　what　unified　economic　speciali－zation．
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